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国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
と
川
南
の
経
済

岡　

崎　

清　

宜

は
じ
め
に

貨
幣
史
の
近
代
は
国
家
と
信
用
制
度
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
過
程
と
い
っ

て
い
い
。
国
民
国
家
は
国
民
経
済
と
財
政
を
運
営
す
る
た
め
に
も
貨
幣

の
制
度
的
統
合
を
こ
こ
ろ
ざ
す
。
い
わ
ゆ
る
貨
幣
高
権
の
標
榜
と
一
国

一
通
貨
の
実
現
で
あ
る
。
だ
が
元
来
、
信
用
制
度
は
国
家
が
構
築
す
る

も
の
で
は
な
い
。
人
々
の
経
済
活
動
に
よ
っ
て
自
然
に
発
生
し
多
様
で

地
域
性
が
あ
る
。
小
切
手
や
手
形
、
預
金
通
貨
は
国
家
と
無
縁
に
現
れ

た
。
タ
バ
コ
の
よ
う
な
代
用
貨
幣
の
出
現
も
稀
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
南
京
国
民
政
府
（
以
下
、
国
民
政
府
）
の
通
貨
改
革
、
い
わ
ゆ
る
廃

両
改
元
と
幣
制
改
革
は
画
期
的
意
義
を
も
っ
た
。
国
民
政
府
は
近
代
的

通
貨
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
力
を
い
れ
る
。
一
九
三
三
年
四
月
、
銭
荘
な

ど
が
築
い
た
秤
量
貨
幣
で
あ
る
「
両
」
を
廃
止
し
て
実
際
に
流
通
す
る

計
数
貨
幣
の
元
（
コ
イ
ン
）
建
に
移
行
さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
廃
両
改
元

で
あ
る
。
ま
た
、
三
五
年
一
一
月
に
は
幣
制
改
革
を
お
こ
な
い
、
銀
貨

を
回
収
し
て
法
幣
（
法
定
貨
幣
）
で
経
済
運
営
を
は
じ
め
た）

1
（

。
国
民
政

府
期
の
中
国
は
管
理
通
貨
制
度
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
代
中
国
に
お
け
る
貨
幣
変
容
を
こ
う
し
た
せ
め
ぎ
あ
い

の
視
角
か
ら
把
握
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い）

2
（

。
国
民
政
府
期
の
中
国

で
は
、
通
貨
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
恐
慌
に

よ
っ
て
、
銭
荘
・
銀
号
や
典
当
の
破
綻
が
続
出
し
、
信
用
恐
慌
が
頻
発

し
た
。
国
民
政
府
の
通
貨
改
革
と
信
用
制
度
の
動
揺
は
パ
ラ
レ
ル
に
進

ん
だ
。
そ
の
た
め
信
用
制
度
の
動
揺
に
よ
っ
て
通
貨
改
革
が
も
た
ら
さ

れ
た
と
因
果
関
係
に
還
元
さ
れ
て
理
解
さ
れ
た
。
人
々
の
経
済
活
動
に

立
脚
す
る
信
用
制
度
と
国
家
の
せ
め
ぎ
あ
い
は
閑
却
さ
れ
て
き
た
の
で
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あ
る
。
そ
も
そ
も
銀
行
貸
出
は
債
務
の
設
定
、
す
な
わ
ち
預
金
創
造
を

通
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
が
小
切
手
・
手
形
・
荘
票
・
銀
行
券
な

ど
に
転
化
し
て
流
出
し
、
市
中
決
済
に
使
わ
れ
信
用
制
度
が
う
な
が
さ

れ
て
い
く
。
貨
幣
の
変
更
は
た
や
す
く
は
な
い
。
国
民
政
府
の
貨
幣
統

合
は
、
信
用
制
度
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
み
お
と
さ

れ
た
の
か
。
国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
を
信
用
制
度
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
を

捨
象
し
て
制
度
の
近
代
化
に
縮
減
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
う
し
た
近
代
中

国
の
も
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
と
り
こ
ぼ
し
か
ね
ま
い）

3
（

。

国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
は
自
然
発
生
的
な
信
用
制
度
や
貨
幣
流
通
を

ど
う
変
容
さ
せ
た
の
か
。
本
稿
は
四
川
省
南
部
（
以
下
、
川
南
）
を
と

り
あ
げ
て
い
き
た
い
。
日
中
戦
争
時
、
四
川
は
「
大
後
方
」
と
呼
ば

れ
、
果
た
し
た
役
割
は
図
り
し
れ
な
い
。
劉
湘
政
権
の
「
中
央
化
」
や

四
川
の
貨
幣
改
革
は
周
開
慶
や
カ
ッ
プ
、
今
井
駿
、
林
幸
司
の
各
氏
の

研
究
が
あ
る
。
だ
が
考
察
は
制
度
の
概
略
に
と
ど
ま
り
、
貨
幣
や
財

政
・
金
融
は
重
慶
し
か
扱
わ
れ
ず）

4
（

、
近
年
の
研
究
も
重
慶
し
か
な
い）

5
（

。

だ
が
川
南
は
重
慶
の
あ
る
川
東
や
成
都
の
川
西
と
は
異
な
る
社
会
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
辺
縁
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
塩
業
地
帯
の
た
め
巨

額
の
塩
税
収
入
を
も
つ
。
中
央
財
政
と
直
結
し
抗
日
戦
を
支
え
た
川
南

の
分
析
は
、
①
国
民
政
府
の
財
政
金
融
政
策
の
み
な
ら
ず
、
②
資
本
主

義
の
周
辺
の
問
題
を
あ
ぶ
り
だ
し
、
③
農
村
根
拠
地
か
ら
全
国
を
制
覇

す
る
中
国
共
産
党
の
台
頭
の
意
味
を
理
解
す
る
上
で
も
欠
か
せ
ま
い
。

川
南
の
貨
幣
統
合
を
国
家
と
信
用
の
せ
め
ぎ
あ
い
か
ら
分
析
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
国
民
政
府
の
到
達
点
を
吟
味
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章　

川
南
経
済
と
劃
帳
洋

国
民
政
府
期
の
四
川
省
は
、
総
面
積
百
二
十
一
万
平
方
キ
ロ
、
人
口

五
千
万
を
数
え
た
。
古
来
、
四
川
盆
地
は
、
険
し
い
地
形
に
囲
ま
れ
て

い
た
も
の
の
、
苧
麻
、
茶
、
タ
バ
コ
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
、
ア
ブ
ラ
ギ
リ
な

ど
が
栽
培
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
石
炭
、
鉄
、
石
油
と
い
っ
た
鉱
産
資

源
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
土
地
の
肥
沃
さ
、
物
産
の
豊
か
さ
か
ら
「
天

府
の
国
」
と
讃
え
ら
れ
た
。
な
か
で
も
嘉
定
府
や
叙
州
府
、
資
州
・
眉

州
・
雅
州
な
ど
の
あ
る
川
南
は
、
地
下
の
鹹
水
を
採
取
し
て
作
る
井
塩

の
産
地
で
あ
っ
た
。
川
塩
は
、
貴
州
や
雲
南
、
湖
北
に
も
運
ば
れ
消
費

さ
れ
た
。
川
南
は
、
辛
亥
革
命
以
降
、
税
源
ゆ
た
か
な
こ
と
も
あ
っ

て
、
北
洋
軍
閥
と
雲
南
軍
閥
の
争
奪
の
舞
台
と
な
っ
た 

の
で
あ
る）

6
（

。

表
1
を
確
認
し
た
い
。
川
南
の
流
通
銀
貨
は
一
角
・
二
角
・
五
角
の

補
助
貨
幣
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
の
前
段
階

と
さ
れ
た
袁
世
凱
銀
元
や
、
国
民
政
府
期
の
正
貨
で
あ
る
孫
文
銀
元
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
成
都
造
幣
廠
鋳
造
の
四
川
銀
元
が
過
半
を
占
め



－ 3－

る
所
も
資
陽
・
洪
雅
・
仁
寿
な
ど
成
都
に
近
い
所
に
限
ら
れ
る
。
補
助

銀
貨
は
雲
南
や
広
東
・
湖
北
・
四
川
な
ど
で
鋳
造
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
九
割

の
銀
純
分
が
必
要
な
銀
元
と
は
ち
が
い
、
補
助
銀
貨
の
銀
含
有
率
は
七

割
で
よ
い
。
そ
の
た
め
清
末
以
降
、
シ
ニ
ョ
リ
ッ
ジ
（
通
貨
発
行
益
）

を
求
め
、
正
貨
ス
ト
ッ
ク
や
需
給
と
関
係
な
く
、
各
地
で
補
助
銀
貨
が

大
量
鋳
造
さ
れ
た
。
こ
う
な
れ
ば
補
助
銀
貨
の
一
〇
角
は
銀
元
の
一
元

に
な
り
よ
う
が
な
い
。
銀
元
と
銀
角
の
結
び
つ
き
は
崩
れ
相
場
が
立

つ
。
川
南
に
隣
接
す
る
栄
昌
で
は
銀
角
が
六
割
弱
を
占
め
た
が
、
税
金

支
払
に
は
銀
角
一
二
角
を
銀
一
元
に
換
算
し
納
入
さ
せ
た
と
い
う
。
雲

南
半
元
を
基
準
貨
幣
と
す
る
射
洪
で
は
半
元
一
一
角
を
一
元
に
し
た
。

こ
う
な
れ
ば
商
取
引
で
の
決
済
は
銀
角
で
お
こ
な
い
、
銀
元
を
郵
便
・

電
信
・
税
金
支
払
に
あ
て
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
川
南
で
は
、
銀
貨

と
銅
貨
の
間
ど
こ
ろ
か
、
地
域
間
決
済
通
貨
で
あ
る
は
ず
の
銀
貨
同
士

で
さ
え
貨
幣
の
使
い
わ
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る）

7
（

。

当
然
、
銀
行
券
の
使
用
に
広
が
り
は
な
く
、
ほ
ぼ
半
数
ほ
ど
の
県
し

か
流
通
し
て
い
な
い
。
糧
税
契
券
は
重
慶
の
第
二
一
軍
の
財
政
を
あ
ず

か
る
総
金
庫
が
田
賦
支
払
用
と
称
し
て
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が

 

糧
税
契
券
も
、
後
に
設
立
さ
れ
た
四
川
地
方
銀
行
の
地
方
銀
行
券
（
以

下
、
地
方
券
）
も
、
中
国
銀
行
券
を
超
え
る
受
領
性
を
実
現
で
き
て
い

な
い
。
ほ
ぼ
製
塩
業
（
自
貢
・
富
順
）
や
糖
業
（
内
江
）、
長
江
沿
岸

 1
 

            
    5  2  1  200 100 50 20 10  /   

表 1　川南の通貨構造

出典　 「全川各県幣制一覧」『重慶商務日報』1934年 5月5、9～15、17、6月25～28、30、7月5日
［注 1］　表の数字は、銀貨、銅貨、紙幣のそれぞれの全体に占める貨幣の比率
〔注 2〕　孫は孫文銀元、袁は袁世凱銀元、川は四川銀元、雑は主に清末に作られた龍洋
〔注 3〕　「糧／地」は糧税契券と地方券。地方券がある場合後ろに記載
［注 4］　仁寿の 100 文 50 文は一括記載で内訳不明。
〔注 5〕　 洪雅の銅貨は合計すると 100％超になるが、そのままにした。古宋の銀貨・資陽の銅貨の残りは大錠と制銭。江安

は 1角と錠銀の数字が不明で 100％にならない。自貢も 100 にならないが不明
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に
か
ぎ
ら
れ
た
。
ま
た
、
銀
貨
に
対
す
る
銀
行
券
の
シ
ェ
ア
も
低
い
。

銀
行
券
の
占
め
る
割
合
は
、
嘉
定
府
の
洪
雅
で
は
銀
貨
の
一
〇
％
、
仁

寿
で
は
二
一
％
で
あ
っ
た
。
自
貢
で
さ
え
銀
貨
の
二
五
％
ほ
ど
と
さ

れ
、
雲
南
の
隣
の
筠
連
県
で
は
二
％
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た 

と
い
う）

8
（

。

各
県
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
に
み
え
る
銅
貨
も
確
認
し
た
い）

9
（

。
川
南
で
は

銀
一
元
が
一
〇
〇
〇
〇
〜
二
八
〇
〇
〇
と
乖
離
し
て
い
る
。
銀
一
元
あ

た
り
の
銅
元
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
半
ば
、
上
海
で
は
一
般
的
な
銅
元

（「
当
十
」
と
呼
称　

一
〇
文
に
当
た
る
）
で
三
〇
〇
枚
（
三
〇
〇
〇

文
）
強
、
天
津
や
漢
口
で
は
当
二
十
（
銅
元
）
で
二
五
〇
枚
〜
三
〇
〇

枚
（
五
〜
六
〇
〇
〇
）
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
後
の
四
川
で
は
、
当
十

の
三
〜
四
枚
ほ
ど
の
重
さ
の
当
二
百
や
当
百
、
当
五
十
な
ど
の
高
額
面

銅
貨
を
シ
ニ
ョ
リ
ッ
ジ
目
当
て
に
大
量
鋳
造
し
て
い
た
。
た
だ
相
場
の

バ
ラ
ツ
キ
は
基
準
貨
幣
の
差
に
よ
る
見
せ
か
け
で
し
か
な
い
。
こ
れ
ほ

ど
の
差
で
も
裁
定
機
会
を
ね
ら
う
銅
貨
移
動
は
あ
ま
り
お
き
て
い
な

い
。
表
1
を
再
確
認
し
た
い
。
高
値
の
所
は
当
百
、
安
値
は
当
二
百
が

中
心
で
あ
る
。
こ
う
し
た
当
百
・
当
二
百
も
、
実
は
新
・
旧
で
差
が

あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
二
〇
年
代
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
は
当
百
・
当

二
百
と
も
低
品
質
で
軽
い
。
銀
銭
比
価
が
二
六
〇
〇
〇
以
上
と
安
い
資

陽
や
漢
源
、
眉
山
や
仁
寿
は
新
「
当
二
百
」
建
で
あ
る
。
だ
が
瀘
州
の

一
帯
、
叙
永
・
古
蘭
・
古
宋
・
興
文
は
旧
「
当
百
」
建
で
あ
っ
た）

10
（

。
残

り
は
ほ
ぼ
旧
「
当
二
百
」
建
で
あ
る
。
つ
ま
り
川
南
で
は
銀
一
元
あ
た

り
一
〇
〇
枚
〜
一
四
〇
枚
の
銅
元
に
交
換
さ
れ
た
。
こ
れ
で
は
銅
貨
の

現
送
は
限
定
的
だ
し
細
か
い
取
引
に
不
便
で
あ
る
。
五
〇
や
二
五
な
ど

の
零
細
額
面
紙
幣
を
発
行
し
た
商
会
や
商
人
が
出
現
し
（
叙
永
、
古

蘭
、
古
宋
）、
竹
片
を
使
う
所
も
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
う

な
れ
ば
基
準
貨
幣
以
外
の
銅
元
が
名
目
ど
お
り
に
流
通
す
る
は
ず
が
あ

る
ま
い
。
当
二
十
や
当
十
は
一
〇
〇
や
五
〇
に
、
当
五
十
は
七
〇
（
江

安
）
や
一
〇
〇
（
慶
符
・
漢
源
）、
二
〇
〇
（
眉
山
）
へ
増
額
さ
れ
た

り
し
た
。
む
ろ
ん
旧
「
当
百
」
建
の
所
で
は
、
当
二
百
は
一
〇
〇
に
、

新
「
当
百
」
は
五
〇
へ
と
減
価
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
人
々
の
暗
黙
の

合
意
（
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
）
で
評
価
替
え
さ
れ
な
い
場
合
、
制
銭
や
銅
元

は
名
目
価
値
が
実
質
価
値
を
下
回
っ
て
し
ま
う
。
退
蔵
か
溶
解
さ
れ
る

ほ
か
な
い
。
旧
「
当
百
」、
当
五
十
、
当
二
十
、
当
十
は
、
自
貢
や
富

順
で
は
新
「
当
百
」
の
登
場
で
一
掃
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

こ
こ
で
ふ
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
塩
業
の
中
心
地
、
自
貢
な
ど
の

「
劃
帳
洋
」
と
い
う
劃
條
（
手
形
）
を
も
ち
い
た
信
用
制
度 

で
あ
る）

12
（

。

自
貢
に
は
、
一
九
三
〇
年
代
、
八
〇
〜
一
二
〇
万
元
ほ
ど
の
銀
元
し
か

な
い
上
、
富
裕
な
商
人
に
退
蔵
さ
れ
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
銀
不
足
は

自
貢
だ
け
で
は
な
い
。
別
の
観
測
記
事
に
よ
れ
ば
、
重
慶
の
一
一
〜

一
二
〇
〇
万
元
に
対
し
て
、
内
江
・
叙
府
・
瀘
県
・
自
貢
に
は
平
均
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が
お
こ
な
わ
れ
た
。
だ
が
劃
條
を
清
算
す
る
交
換
所
は
な
い
。
は
じ
め

こ
そ
、
紙
幣
類
似
の
定
額
手
形
だ
っ
た
も
の
の
、
や
が
て
融
通
手
形
に

変
質
し
て
、
変
額
面
の
劃
條
が
振
り
出
さ
れ
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
劃
條

を
銀
に
換
金
す
る
際
、
割
り
引
か
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
商
人
は
劃
條

を
受
け
と
る
と
帳
簿
に
つ
け
換
金
に
奔
走
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
自

貢
の
貸
出
利
率
は
、
少
な
く
と
も
年
利
二
五
％
、
逼
迫
期
に
は
四
〜

五
〇
％
に
も
た
っ
し
た
。
な
お
、
金
利
や
割
引
、
為
替
な
ど
の
レ
ー
ト

は
、
全
銀
銭
業
の
経
理
が
茶
館
に
つ
ど
い
議
定
し
た
。
瀘
県
で
も
銀

元
・
銀
角
が
払
底
し
て
銅
元
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
の
ち
に

劃
條
決
済
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
宜
賓
で
も
劃
條
と
現
金
で
半
々 

の
決
済

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
内
江
で
も
「
劃
片
」
が
流
通
し
て
い
る
が
同
種
の

も
の
で
あ
ろ
う
。

国
民
政
府
の
通
貨
統
合
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
発
生
的
な
信
用
秩
序

と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
。

以
下
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章　

四
川
の
「
統
一
化
」
と
四
川
幣
制
改
革

一
九
三
二
年
一
〇
月
以
降
、
川
南
一
帯
は
、
劉
文
輝
の
第
二
四
軍
の

川
康
へ
の
退
出
に
よ
っ
て
、
重
慶
第
二
一
軍
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
。

一
〇
〇
万
元
、
楽
山
に
は
六
〇
万
元
の
銀
貨
・
銅
貨
し
か
な
か
っ
た
と

い
う
。
だ
が
自
貢
は
塩
販
売
で
数
千
万
元
の
債
権
を
も
つ
。
食
料
・
原

料
や
日
用
品
の
移
入
も
二
千
万
元
を
く
だ
ら
な
い
。
移
出
入
代
金
は
、

米
や
菜
種
油
（
富
順
・
内
江
）、
麻
・
竹
木
（
宜
賓
）
を
除
け
ば
、
重

慶
に
あ
る
預
金
売
買
、
す
な
わ
ち
重
慶
宛
約
束
手
形
（
渝
票
：
重
慶
為

替
）
の
や
り
と
り
で
決
済
し
た
。
塩
消
費
は
安
定
的
で
あ
る
。
だ
が
商

取
引
は
購
買
力
が
あ
っ
て
長
江
水
位
が
ま
だ
高
い
秋
に
多
い
。
し
か
も

専
売
で
税
金
前
払
の
た
め
商
品
代
金
が
入
る
ま
で
資
金
繰
り
が
タ
イ
ト

に
な
り
や
す
い
。 

そ
の
た
め
渝
票
売
却
に
よ
る
資
金
調
達
は
極
め
て
一

般
的
で
あ
っ
た
。
銭
業
公
会
は
加
盟
荘
こ
そ
六
〇
余
あ
っ
た
が
、
専
業

は
三
〇
余
に
す
ぎ
ず
、
大
半
は
米
穀
商
な
ど
と
の
兼
業
で
あ
っ
た
。
資

本
金
も
一
千
元
〜
五
万
元
ほ
ど
で
あ
る
。
塩
の
販
運
商
は
、
塩
税
を
管

理
す
る
塩
務
稽
核
所
に
よ
っ
て
、
最
低
二
万
元
の
資
本
金
が
必
要
と
さ

れ
た
。
か
れ
ら
は
月
利
一
・
二
〜
二
％
の
利
子
を
つ
け
親
族
か
ら
預
金

を
あ
つ
め
業
務
に
あ
て
た
と
い
う
。
川
南
の
銭
業
の
預
金
貸
出
業
務
が

ど
ん
な
レ
ベ
ル
か
想
像
に
か
た
く
な
い
。
清
代
に
繁
栄
し
た
瀘
県
は
、

一
九
三
〇
年
頃
に
は
戦
乱
も
あ
っ
て
、
銀
行
や
銭
荘
す
ら
な
く
、
少
数

の
銭
舗
し
か
存
在
し
な
か
っ
た）

13
（

。

そ
の
た
め
一
九
三
一
年
以
降
、
自
貢
で
は
劃
帳
洋
と
い
う
手
形
信
用

制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
く）

14
（

。
現
金
決
済
を
せ
ず
、
劃
條
（
手
形
）
決
済
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民
国
時
代
の
四
川
最
大
の
内
戦
で
あ
っ
た
二
劉
大
戦
は
、
劉
湘
の
勝
利

に
終
わ
っ
た
。
第
二
四
軍
の
機
関
銀
行
で
あ
る
裕
通
銀
行
は
、
塩
税
徴

収
だ
け
で
な
く
、
無
息
存
款
券
（
預
金
証
書
）
の
発
行
を
お
こ
な
い
、

自
貢
の
経
済
を
お
さ
え
た
。
塩
税
を
払
わ
せ
る
た
め
塩
の
勾
留
ま
で
お

こ
な
い
罷
市
（
ス
ト
ラ
イ
キ
）
を
ま
ね
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
川
康
へ

の
撤
退
に
と
も
な
い
裕
通
銀
行
は
休
業
整
理
さ
れ
た
。
川
南
の
塩
税
は

第
二
一
軍
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
二
一
軍
総
金
庫
が
発
行
す
る
糧
税
契

券
の
流
通
が
は
じ
ま 

る
。
一
九
三
三
年
以
降
、
重
慶
の
川
塩
・
重
慶
市

民
・
商
業
・
平
民
の
各
銀
行
は
、
川
南
の
安
定
化
に
と
も
な
い
、
自
貢

や
瀘
県
な
ど
に
支
店
を
配
置
し
た
。
一
九
三
四
年
一
月
、
四
川
地
方
銀

行
は
、
省
内
の
金
融
調
節
と
幣
制
整
頓
を
目
的
と
し
て
資
本
金

二
五
〇
万
元
で
発
足
す
る
。
四
川
地
方
銀
行
は
第
二
一
軍
の
機
関
銀
行

で
あ
る
。
四
川
地
方
銀
行
は
、
は
じ
め
こ
そ
川
塩
銀
行
を
自
貢
で
の
代

理
店
に
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
自
貢
や
瀘
県
・
宜
賓
な
ど
に
支
店
を

お
い
て
い
っ
た）

15
（

。

だ
が
劉
湘
政
権
は
川
南
経
済
を
建
て
な
お
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
で
さ

え
商
品
の
移
出
が
ふ
る
わ
ず
、
異
常
な
不
景
気
下
に
あ
っ
た
。
商
業
は

活
気
が
な
く
金
融
は
枯
渇
状
態
と
な
る
。
宜
賓
は
雲
貴
へ
の
積
換
地
と

し
て
長
江
交
通
の
要
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
宜
賓
は
、
金
融
枯

渇
、
軍
事
の
影
響
、
農
村
破
産
に
よ
っ
て
、
商
店
の
破
産
が
つ
づ
い

た
。
内
江
の
糖
業
は
川
西
・
川
北
の
販
路
を
失
う
。
隆
昌
で
は
、
移
出

不
振
か
ら
重
慶
為
替
が
高
騰
し
、
綿
糸
布
の
代
金
を
重
慶
に
現
送
す
る

始
末
だ
っ
た
。
川
陝
ソ
ビ
エ
ト
・
湘
鄂
西
ソ
ビ
エ
ト
が
省
境
に
割
拠
し

て
い
た
た
め
で
あ
る
。
劉
湘
は
四
川
剿
匪
総
司
令
に
任
命
さ
れ
、

一
九
三
三
年
一
〇
月
四
日
、
成
都
で
就
任
式
を
あ
げ
た
。
川
陝
鄂
湘
の

省
境
一
帯
は
国
共
内
戦
の
舞
台
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
四
川
各
軍
は
剿

共
戦
に
か
り
だ
さ
れ
、
川
陝
ソ
ビ
エ
ト
だ
け
で
正
規
兵
が
十
数
万
、
輜

重
・
人
夫
を
あ
わ
せ
る
と
三
〇
万
人
も
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る）

16
（

。

当
然
、
川
塩
の
売
れ
ゆ
き
も
芳
し
く
な
い
。
国
民
政
府
中
央
と
し
て

も
、
四
川
の
塩
務
稽
核
分
所
を
お
さ
え
ら
れ
国
税
の
は
ず
の
塩
税
を
四

川
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
以
上
、
川
塩
に
配
慮
す
る
は
ず
が
な
い
。
川
塩

の
販
運
商
は
反
対
し
た
も
の
の
劉
湘
軍
撤
退
後
の
宜
昌
や
沙
市
、
す
な

わ
ち
楚
岸
一
帯
に
は
「
自
由
販
銷
（
販
売
）」
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

貴
州
や
雲
南
も
同
様
で
あ
っ
た
。
川
塩
は
販
路
を
失
い
低
廉
な
淮
塩
や

粤
塩
・
滇
塩
が
席
捲
し
た
。
剿
共
戦
区
や
隣
接
地
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
九
三
四
年
春
、
川
北
で
は
旱
魃
も
加
わ
っ
て
三
〇
〇
万
人
も
の
難
民

が
発
生
し
た
。
専
売
制
で
も
在
庫
が
た
ま
れ
ば
小
売
価
格
は
低
迷
す
る
。

製
塩
業
者
の
間
で
も
販
売
先
を
め
ぐ
り
も
め
続
け
、
販
運
商
は
当
局
に

税
金
減
免
や
契
約
解
消
を
も
と
め
た
。
こ
う
な
れ
ば
第
二
四
軍
時
代
よ

り
塩
の
生
産
量
や
納
税
額
が
減
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
自
貢
の
製
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塩
量
は
、
年
三
千

（
専
売
塩
の
単
位
：
巴
塩
は
57
ト
ン
、
花
塩
54
ト

ン
）
を
こ
え
て
い
た
が
、
一
九
三
四
年
に
は
年
二
千
四
百

ほ
ど
に
減

少
し
た
。
塩
税
収
入
も
、
一
九
三
一
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て

六
一
三
万
元
、
八
〇
八
万
元
、
五
六
六
万
元
、
五
九
八
万
元
と
低
迷
し

た）
17
（

。川
南
金
融
は
緊
迫
し
た
。
す
で
に
四
川
は
一
九
三
二
年
か
ら
二
年
ほ

ど
で
四
千
万
元
近
い
銀
元
が
流
出
し
て
い
た）

18
（

。
販
路
が
省
内
に
限
定
さ

れ
れ
ば
売
却
代
金
の
銀
元
が
省
外
か
ら
流
入
し
な
い
。
税
金
支
払
は
銀

元
で
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
銀
元
は
財
政
支
出
先
へ
と
移
転
さ
れ
て
し
ま

う
。
銀
元
は
川
南
に
残
ら
な
い
。
龍
洋
や
袁
世
凱
銀
元
、
四
川
銀
元
が

レ
ア
に
な
れ
ば
退
蔵
は
避
け
ら
れ
な
い
。
宜
賓
で
は
、
第
二
一
軍
駐
留

以
降
、
銀
元
が
消
え
た
。
軍
部
と
県
当
局
は
、
二
角
銀
貨
五
枚
で
銀
元

八
角
、
半
元
銀
貨
を
二
角
銀
貨
五
角
五
分
で
の
授
受
を
命
じ
た
。
瀘
県

で
は
、
従
来
、
銀
一
元
あ
た
り
二
角
銀
貨
が
一
一
角
で
あ
っ
た
が
、
一
二

角
に
下
落
し
て
し
ま
い
、
司
法
・
警
察
・
徴
税
の
各
当
局
も
一
二
角
で

授
受
し
た
。
だ
が
純
分
で
は
銀
一
元
＝
一
一
角
が
妥
当
だ
っ
た
ら
し
い
。

瀘
県
商
会
は
相
場
操
縦
と
断
じ
て
一
一
角
通
用
を
布
告
し
た
も
の
の
徒

労
に
終
わ
っ
た
。
一
九
三
五
年
初
頭
、
銀
一
元
あ
た
り
一
二
角
五
分
と

一
二
角
の
地
域
に
瀘
県
が
分
か
れ
、
紛
糾
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る）

19
（

。

第
二
一
軍
は
四
川
地
方
銀
行
発
行
の
地
方
券
に
よ
る
貨
幣
統
合
に
邁

進
し
て
い
く
。
地
方
券
は
、
糧
税
契
券
と
同
様
、
銀
元
と
等
価
と
さ
れ

た
。
一
九
三
四
年
八
月
、
四
川
地
方
銀
行
は
、
地
方
券
の
流
通
促
進
の

た
め
、
内
江
・
楽
山
・
宜
賓
・
瀘
県
・
自
流
井
な
ど
に
支
店
と
基
金
を

お
き
、
四
川
各
地
を
手
数
料
だ
け
で
為
替
で
結
ん
だ
。
ま
た
第
二
一
軍

は
、
証
券
を
四
割
、
銀
元
で
六
割
を
提
出
す
れ
ば
一
〇
割
に
あ
た
る
銀

行
券
を
引
き
出
せ
る
、
上
海
の
領
用
制
度
を
参
照
し
導
入
す
る
。
四
川

地
方
・
中
国
・
聚
興
誠
・
重
慶
市
民
・
四
川
商
業
・
川
康
殖
業
・
平

民
・
美
豊
・
川
塩
の
九
行
に
命
じ
、
四
川
地
方
銀
行
兌
換
券
発
行
準
備

庫
（
以
下
、
準
備
庫
）
を
組
織
さ
せ
、
地
方
券
の
利
用
拡
大
を
は
か
っ

た
の
で
あ
る
。
銀
行
券
が
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
流
通
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
、
発
行
準
備
も
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
た）

20
（

。
だ
が
重
慶
市
民
銀
行
も
、

五
月
に
自
貢
支
店
を
設
置
し
て
五
元
・
一
元
・
五
角
・
一
角
券
の
発
行

を
は
じ
め
た
が
、
開
業
当
日
あ
つ
ま
っ
た
同
業
預
金
と
普
通
預
金
は
、

そ
れ
ぞ
れ
数
万
元
で
あ
っ
た
。
一
九
三
四
年
の
上
半
期
、
重
慶
市
民
銀

行
の
預
金
額
が
七
〜
八
〇
万
元
、
紙
幣
発
行
量
が
七
〇
万
元
、
資
本
金

五
〇
万
元
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
が
思
い
や
ら
れ
よ
う
。
国
民
政
府
財
政

部
は
、
三
四
年
六
月
、
財
政
部
未
登
記
の
銀
行
・
銭
荘
の
発
行
し
た
紙

幣
の
取
締
を
命
じ
た
。
こ
れ
で
は
川
南
で
貸
出
拡
大
し
た
く
て
も
手
だ

て
が
な
い
。
自
貢
に
は
七
行
が
支
店
を
お
い
た
が
営
業
準
備
は
そ
れ
ぞ

れ
六
万
元
前
後
に
す
ぎ
な
か
っ
た）

21
（

。
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一
九
三
四
年
八
月
下
旬
、
劉
湘
の
剿
共
戦
の
失
敗
は
、
地
方
券
増
刷

に
よ
っ
て
戦
線
維
持
を
図
る
ほ
か
な
く
、
川
南
経
済
を
直
撃
す
る
。
地

方
券
は
、
一
九
三
四
年
七
月
末
の
五
六
三
万
元
か
ら
、
九
月
以
降
、
毎

月
四
五
〇
万
元
の
ペ
ー
ス
で
準
備
庫
か
ら
引
き
出
さ
れ
市
中
に
散
布
さ

れ
た
。
地
方
券
は
翌
年
四
月
ま
で
に
最
終
的
に
三
三
〇
七
万
元
に
ま
で

増
加
し
た）

22
（

。
本
来
、
地
方
券
は
重
慶
で
の
銀
元
へ
の
兌
換
を
約
束
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
準
備
庫
へ
の
銀
元
の
補
填
は
す
す
ま
な
い
。
地
方
券

兌
換
が
制
限
さ
れ
れ
ば
、
地
方
券
は
暴
落
す
る
し
か
な
い
。
当
然
、
銀

銭
レ
ー
ト
を
直
撃
す
る
。
江
安
で
は
一
元
あ
た
り
一
二
六
〇
〇
か
ら

一
四
〇
〇
〇
に
、
資
中
で
は
二
〇
〇
〇
〇
か
ら
二
六
四
〇
〇
以
下
に
下

落
し
た）

23
（

。
表
2
を
確
認
し
た
い
。
川
西
の
成
都
、
川
東
の
万
県
と
比
べ

れ
ば
、
川
南
の
内
江
・
叙
府
（
宜
賓
）・
嘉
定
（
楽
山
）
の
重
慶
為
替

と
重
慶
券
は
下
落
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
重
慶
で
同
額
取
得
す
る
に
は

為
替
を
組
む
よ
り
重
慶
券
の
額
が
大
き
い
。
つ
ま
り
地
方
券
が
安
い
。

銀
貨
は
流
出
・
退
蔵
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
宜
賓
で
は
二
角
銀
貨
が
自
貢

に
流
出
し
た
。
瀘
県
で
は
九
月
半
ば
か
ら
ひ
と
月
ほ
ど
で
全
銀
貨
の
六

割
の
三
〇
万
元
が
流
出
し
た
。
一
九
三
四
年
前
半
の
一
〇
〇
万
元
が
正

し
け
れ
ば
市
中
銀
残
高
は
八
割
も
減
少
し
て
い
る）

24
（

。

第
二
一
軍
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
一
九
三
四
年
九

月
、
川
東
の
長
江
上
流
か
ら
川
南
に
広
が
る
二
角
銀
貨
地
域
に
対
し

8  975 955 1017 995 995 
9  972 850 930 890 960 

10  856 690 850 888 900 
8  945 1000 985 1000 990 
9  945 915 980 1000 950 

10  900 670 985 980 960 

表 2　四川各地における重慶為替と重慶券相場（1000 元あたり）

「四川之金融恐怖與劉湘東下」『銀行週報』18 巻 47 号、1934 年 11 月
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て
、
以
下
の
布
告
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

近
頃
、
上
下
の
川
南
お
よ
び
上
川
東
の
各
県
を
調
べ
る
と
、
各
種

の
低
品
位
の
補
助
貨
幣
が
い
ま
だ
に
市
場
に
充
満
し
て
お
り
、
法

に
か
な
う
良
質
の
貨
幣
は
ほ
ぼ
跡
を
た
っ
た
。
…
…
す
み
や
か
に

方
策
を
講
じ
て
救
う
と
と
も
に
、
貨
幣
制
度
と
民
情
の
双
方
に
か

な
う
べ
く
、
こ
こ
に
当
局
は
、
あ
ら
ゆ
る
四
川
・
雲
南
の
清
代
の

二
角
銀
貨
と
半
元
銀
貨
は
、
一
二
角
で
大
洋
一
元
と
交
換
し
、
広

東
・
雲
南
・
四
川
の
二
角
銀
貨
は
一
三
角
で
大
洋
一
元
に
交
換
す

る
こ
と
を
定
め
る
。
田
賦
の
正
雑
各
税
お
よ
び
一
切
の
税
捐
の
納

付
は
、
布
告
日
よ
り
一
九
三
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
は
、
い
ず

れ
も
こ
の
レ
ー
ト
で
換
算
し
納
付
し
て
よ
い
。
…
…
上
項
の
各
種

低
品
位
幣
は
三
五
年
一
月
一
日
か
ら
は
一
律
に
使
用
を
禁
止
す

る
。
糧
税
契
券
・
地
方
券
・
四
川
銀
元
お
よ
び
袁
世
凱
銀
元
で
全

て
の
税
款
を
納
入
せ
よ
。
す
み
や
か
に
、
当
局
が
法
に
か
な
っ
た

銀
貨
に
改
鋳
し
て
十
分
に
流
通
さ
せ
て
、
各
地
間
の
為
替
を
平
衡

せ
し
め
貨
幣
制
度
を
統
一
す
る
こ
と
は
、
金
融
整
理
へ
の
望
み
と

も
な
る
で
あ
ろ
う）

25
（

。

地
方
券
と
銀
元
に
よ
る
貨
幣
統
合
、
す
な
わ
ち
幣
制
改
革
の
宣
言
と

い
っ
て
い
い
。
実
際
、
隆
昌
と
犍
為
で
は
、
一
二
角
か
ら
一
三
角
へ
、

納
税
の
際
の
換
算
変
更
が
確
認
で
き
る
の
で
実
効
性
が
な
い
訳
で
は
な

か
っ
た）

26
（

。
だ
が
事
態
は
銀
貨
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。

二
角
銀
貨
を
運
び
出
し
大
量
の
紙
幣
を
運
び
入
れ
る
の
で
、
各
地

の
金
融
は
尋
常
で
は
な
い
緊
張
下
に
お
か
れ
、
市
中
に
は
十
元
札

と
五
元
札
の
紙
幣
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
た
。
紙
幣
が
過
多
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
銅
元
も
ま
た
退
蔵
さ
れ
て
し
ま
い
、
交
易
は
困
難

に
陥
っ
た）

27
（

な
ん
と
、
市
中
に
十
元
札
と
五
元
札
が
散
布
さ
れ
る
こ
と
で
、
銀
貨
ど

こ
ろ
か
銅
元
ま
で
流
出
・
退
蔵
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
宜
賓
は
「
地
鈔
本
位
」
に
な
っ
た
。
楽
山
や
犍
為
で
も
銅
元

ま
で
消
え
て
し
ま
い
、
犍
為
の
商
会
は
銅
元
兌
換
券
の
発
行
を
県
政
府

に
請
願
し
て
い
る）

28
（

。
十
元
札
と
五
元
札
だ
け
で
商
売
な
ん
か
で
き
る
は

ず
も
な
い
。

か
く
し
て
一
九
三
四
年
一
一
月
以
降
、
四
川
の
「
中
央
化
」
に
と
も

な
い
、
国
民
政
府
中
央
と
の
協
調
の
も
と
で
、
四
川
の
幣
制
整
理
と
経

済
再
建
が
模
索
さ
れ
る
。
一
九
三
五
年
二
月
、
四
川
省
政
府
が
発
足
し

て
、
三
月
、
中
央
銀
行
重
慶
支
店
が
設
立
さ
れ
た
。
ひ
と
ま
ず
、
地
方

券
を
市
中
か
ら
一
部
引
き
あ
げ
て
上
海
為
替
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、

銀
銭
レ
ー
ト
と
為
替
の
安
定
化
が
は
か
ら
れ
た
。
同
年
四
月
、
中
央
・

中
国
・
四
川
地
方
の
三
銀
行
以
外
の
銀
銭
業
の
紙
幣
は
九
月
末
ま
で
に

回
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
、
四
川
幣
制
改
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革
が
お
こ
な
わ
れ
、
地
方
銀
行
券
は
一
〇
元
あ
た
り
中
央
銀
行
券
八
元

で
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

29
（

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
所
詮
、
地

方
券
を
中
央
銀
行
券
に
置
換
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
国
民
政
府
の
中
央

は
、
中
央
銀
行
券
、
退
蔵
さ
れ
か
か
っ
た
銀
角
や
銀
元
、
バ
ラ
バ
ラ
な

銅
元
、
劃
帳
洋
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
統
合
し
よ
う
と
い
う
の
か
。

第
三
章　

中
国
幣
制
改
革
の
展
開
と
劃
帳
洋

一
九
三
五
年
九
月
一
九
日
、
自
貢
市
商
会
は
各
公
会
を
招
集
し
会
議

を
開
い
た
。
銀
行
・
銭
荘
の
雑
多
な
類
似
紙
幣
が
淘
汰
さ
れ
、
地
方
券

ま
で
が
回
収
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
幣
制
画
一
化
が
進
め
ば
、
ほ

ど
な
く
し
て
、
補
助
銀
貨
も
消
え
る
に
ち
が
い
な
い
―
―
―
自
貢
市
商

会
は
、
一
〇
月
一
日
以
降
、
二
角
銀
貨
建
で
は
な
く
、
国
幣
で
あ
る
銀

元
建
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
隆
昌
で
も
、
三
六
年
一
月
、
二
角
銀

貨
建
か
ら
銀
元
建
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
。
補
助
銀
貨
建
の
商
品
や

債
権
の
価
格
は
、
二
角
銀
貨
一
二
角
を
中
央
銀
行
券
の
一
元
と
し
て
換

算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

30
（

。

一
九
三
五
年
一
一
月
三
日
の
幣
制
改
革
の
布
告
、
す
な
わ
ち
管
理
通

貨
制
度
へ
の
移
行
は
、
川
南
の
貨
幣
流
通
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
。

中
国
は
銀
本
位
制
か
ら
離
脱
し
た
。
だ
が
中
央
・
中
国
・
交
通
の
三
行

の
銀
行
券
は
法
幣
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
法
幣
は
、
一
元
＝

一
四
・
五
ペ
ン
ス
、
一
〇
〇
元
＝
二
九
・
七
五
ド
ル
を
目
安
と
し
て
、
ほ

ぼ
固
定
レ
ー
ト
で
外
国
為
替
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相

場
設
定
は
為
替
レ
ー
ト
の
大
幅
な
切
り
下
げ
を
意
味
し
た
。
か
な
り
の

元
安
で
あ
る
以
上
、
物
価
高
、
す
な
わ
ち
銅
（
貨
）
高
や
銀
（
貨
）
高

は
避
け
よ
う
が
な
い
。
国
民
政
府
中
央
は
、
純
分
の
低
い
四
川
銀
元
も

法
幣
一
元
に
交
換
す
る
な
ど
配
慮
し
た
も
の
の
、
川
南
で
も
銀
元
や
補

助
貨
幣
の
レ
ー
ト
は
急
騰
し
た
。
資
中
で
は
一
元
＝
二
五
〇
〇
〇
か
ら

二
一
〜
二
二
〇
〇
〇
へ
と
上
昇
し
た
。
と
り
わ
け
小
額
貨
幣
需
要
の
高

い
郷
村
部
で
は
二
〇
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
ほ
ど
に
高
騰
し
た
と
い
う
。
な

か
で
も
後
に
法
幣
に
な
る
中
国
農
民
銀
行
券
が
忌
避
さ
れ
た
。
丹
陵
で

は
農
民
銀
行
券
の
受
領
拒
否
が
お
き
強
制
通
用
が
あ
ら
た
め
て
命
令
さ

れ
て
い
る）

31
（

。
そ
れ
で
も
銀
回
収
は
す
す
め
ら
れ
た
。
瀘
県
で
は
、
一
一

月
の
半
ば
に
は
法
幣
三
〇
万
元
が
運
び
こ
ま
れ
、
周
辺
を
含
め
て
銀

五
〇
万
元
が
回
収
さ
れ
た
。
三
六
年
二
月
八
日
に
は
、
川
南
で
あ
つ
め

た
銀
貨
十
余
万
元
は
船
で
重
慶
に
到
着
し
て
い
る）

32
（

 

。

一
九
三
六
年
二
月
、
自
貢
の
銀
銭
業
公
会
は
、
こ
う
し
た
幣
制
改
革

の
進
捗
を
ふ
ま
え
、
自
貢
市
商
会
と
協
力
し
て
、
劃
帳
洋
の
廃
止
を
決

行
す
る
。
こ
れ
ま
で
劃
條
を
銀
元
に
か
え
る
に
は
一
〇
〇
元
あ
た
り

二
〜
三
〇
元
も
の
洋
水
（
割
引
）
を
強
い
ら
れ
た
。
現
在
、
月
利
は
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六
〜
七
厘
に
下
落
し
て
い
る
。
こ
の
機
を
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
劃

條
・
洋
水
な
ど
の
悪
弊
は
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
―
自
貢
市

商
会
と
銀
銭
業
公
会
は
、
二
月
末
の
決
済
日
に
法
幣
に
よ
る
決
済
を
実

施
し
た
の
で
あ
る）

33
（

。
こ
う
し
て
、
現
金
通
貨
と
は
切
断
さ
れ
た
手
形

（
劃
條
）
を
も
ち
い
る
劃
帳
洋
と
い
う
信
用
制
度
は
つ
い
え
た
。
国
民

政
府
中
央
に
よ
る
四
川
の
貨
幣
統
合
は
ス
ム
ー
ズ
に
み
え
た
。

だ
が
一
九
三
六
年
三
月
以
降
、
川
南
は
極
度
の
補
助
貨
幣
不
足
に
お

ち
い
っ
て
し
ま
う
。
瀘
県
で
は
、
郷
村
部
で
は
硬
貨
以
外
、
価
値
を
認

め
よ
う
と
は
せ
ず
、
紙
幣
は
拒
絶
さ
れ
る
た
め
、
都
市
か
ら
村
鎮
へ
硬

貨
が
流
出
し
た
。
江
安
で
は
、
地
方
銀
行
発
行
の
輔
幣
券
（
補
助
紙

幣
）
が
回
収
さ
れ
た
上
、
法
幣
へ
の
銀
元
の
交
換
ま
で
加
わ
り
、
市
中

流
通
の
貨
幣
は
未
回
収
の
一
角
・
二
角
の
銀
貨
と
法
幣
し
か
な
い
状
況

に
な
っ
た）

34
（

。
四
川
で
何
が
お
き
た
の
か
。

 

四
川
省
で
は
、
も
と
も
と
硬
貨
は
五
千
万
元
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
現

在
、
中
央
銀
行
が
す
で
に
回
収
し
た
も
の
は
三
分
の
一
で
あ
っ

て
、
残
り
の
三
分
の
一
が
流
通
し
、
三
分
の
一
が
退
蔵
さ
れ
て
い

る
状
況
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
法
幣
の
流
通
量
は
わ
ず
か
四
千
余

万
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
多
く
が
重
慶
や
成
都
、
万
県
と
い
っ
た
大

都
市
に
集
ま
っ
て
し
ま
い
、
省
全
体
で
循
環
さ
せ
る
に
は
ま
っ
た

く
不
十
分
と
い
う
苦
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
く
わ
え
て

一
元
札
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
、
郷
村
部
で
の
交
換
は
困
難
で

あ
っ
た
。
硬
貨
（
銀
元
・
銀
角
）
が
す
で
に
法
幣
を
領
用
す
る
た

め
必
要
と
な
っ
て
い
る
上
、
法
幣
に
釣
銭
を
出
す
の
に
も
欠
か
せ

な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
硬
貨
の
価
値
は
お
の
ず
と
高
ま

ら
ざ
る
を
え
ず
、
法
幣
流
通
の
推
進
に
い
っ
そ
う
の
困
難
を
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
（「
楊
兆
先
奉
諭
調
査
硬
幣
漲
価
事
簽
呈）

35
（

」）

法
幣
を
手
に
入
れ
る
た
め
補
助
銀
貨
も
回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
右
に
あ
る
よ
う
に
国
民
政
府
は
代
わ
り
の
補
助
貨
幣
の
供
給
を

ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
。
商
会
や
銀
行
・
銭
荘
の
銭
票
・
銅
元
票
の

発
行
は
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
、
補
助
銀
貨
が
な
い
と
補
助
貨
幣

機
能
は
銅
貨
だ
け
が
担
う
。
あ
ろ
う
こ
と
か
富
順
で
は
、
二
角
や
五
角

の
銀
貨
を
回
収
す
る
際
、
ひ
と
ま
と
め
に
一
〇
元
や
五
元
札
な
ど
を
渡

し
て
い
た
。
幣
制
改
革
は
管
理
通
貨
制
度
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
は
な

い
。
地
域
社
会
の
貨
幣
構
成
ま
で
激
変
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
資
陽
で
は

一
元
＝
二
三
〜
二
四
〇
〇
〇
ほ
ど
の
レ
ー
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
、
数
か

月
ほ
ど
で
二
〇
〇
〇
〇
以
下
に
ま
で
急
騰
し
相
場
操
縦
厳
禁
の
布
告
が

出
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
楽
山
で
は
一
元
＝
二
〇
六
〇
〇
か
ら

一
八
五
〇
〇
と
上
昇
し
た
。
瀘
県
で
は
一
元
＝
一
六
〇
〇
〇
ま
で
高
騰

し
て
し
ま
い
、
切
手
を
代
用
に
し
た
。
成
都
か
ら
は
、
裁
定
機
会
を
ね

ら
う
商
人
に
よ
っ
て
大
量
の
銅
元
が
川
南
へ
と
搬
出
さ
れ
て
い
く
。
幣
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一
〇
〇
万
元
を
入
川
さ
せ
た
と
い
う）

39
（

。

川
南
へ
の
配
布
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
中
国
・
中
央
・
中
国
農
民
の

三
銀
行
は
、
一
九
三
六
年
四
月
二
一
日
、
重
慶
か
ら
自
貢
に
は
一
〇
万

元
、
二
七
日
、
犍
為
・
楽
山
へ
の
供
給
の
た
め
成
都
へ
一
八
万
元
、

三
〇
日
、
隆
昌
に
二
万
元
の
輔
幣
券
を
運
ん
だ
。
瀘
県
で
は
、
ひ
と
月

ほ
ど
の
あ
い
だ
に
中
国
銀
行
が
輔
幣
券
八
万
元
、
中
国
農
民
銀
行
も

一
万
元
を
搬
入
し
た
も
の
の
、
隆
昌
・
内
江
・
富
順
・
永
川
な
ど
に
流

出
し
て
し
ま
い
、
当
初
、
城
内
で
は
二
・
三
枚
の
銅
元
払
に
す
ら
苦
し

ん
だ
。
そ
れ
で
も
七
月
に
は
中
国
農
民
銀
行
が
二
角
券
二
〇
万
元
な
ど

を
投
入
し
、
缺
乏
か
ら
過
剰
に
転
じ
た）

40
（

。
楽
山
か
ら
雅
安
に
か
け
て

は
、
四
月
に
三
〜
四
万
元
、
五
月
に
は
数
万
元
が
散
布
さ
れ
た
が
、
法

幣
に
比
べ
過
少
な
た
め
、
銭
荒
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
八

月
に
五
〜
六
万
元
が
散
布
さ
れ
、
市
況
は
落
ち
つ
い
た
と
い
う
。
自
貢

で
も
簡
単
に
終
息
し
て
い
な
い
。
七
月
、
自
貢
の
輔
幣
券
の
配
布
は

一
〇
万
元
以
上
に
た
っ
し
た
が
、
市
中
の
法
幣
ス
ト
ッ
ク
自
体
、

一
六
〜
一
七
万
元
に
す
ぎ
ず
、
八
月
、
よ
う
や
く
需
給
が
適
合
し
た
。

内
江
で
は
七
月
以
降
、
宜
賓
で
も
八
月
以
降
、
輔
幣
券
は
不
足
か
ら
過

剰
に
転
じ
た）

41
（

。
な
お
、
前
年
一
一
月
に
四
川
地
方
銀
行
を
改
組
し
て
生

ま
れ
た
四
川
省
銀
行
は
、
五
月
上
旬
、
輔
幣
券
百
万
元
発
行
の
内
諾
を

財
政
部
か
ら
と
り
つ
け
た
が
、
五
月
下
旬
、
関
吉
玉
は
法
幣
と
輔
幣
は

制
改
革
に
よ
る
銀
使
用
停
止
は
、
一
九
三
六
年
二
月
三
日
か
ら
三
か
月

延
長
さ
れ
て
い
た
が
、
五
月
三
日
に
せ
ま
っ
て
い
た）

36
（

。

こ
う
な
れ
ば
国
民
政
府
中
央
も
動
か
ざ
る
を
え
な
い
。
放
置
す
れ
ば

塩
税
納
付
に
混
乱
を
生
む
。
一
九
三
六
年
四
月
八
日
、
各
塩
場
の
塩
税

分
局
は
、
塩
務
稽
核
分
所
や
中
国
銀
行
な
ど
に
輔
幣
券
の
四
川
運
び
入

れ
と
市
中
レ
ー
ト
の
調
整
を
も
と
め
た
。
中
央
は
救
済
の
手
立
て
を
す

み
や
か
に
講
じ
よ
―
―
―
犍
為
・
楽
山
の
製
塩
業
者
の
団
体
で
あ
る
塩

場
評
議
公
所
、
四
川
塩
運
使
署
、
塩
務
稽
核
分
所
、
自
貢
市
商
会
な
ど

も
、
た
て
つ
づ
け
に
四
川
財
政
特
派
員
公
署
に
書
簡
を
お
く
っ
た）

37
（

。
川

南
各
県
で
は
一
〇
元
札
が
九
元
四
〜
五
角
に
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
、

自
貢
市
商
会
は
独
自
に
輔
幣
券
を
発
行
す
る
動
き
を
み
せ
た
。
一
刻
の

猶
予
も
な
い
。
四
川
財
政
部
特
派
員
の
関
吉
玉
は
孔
祥
熙
財
政
部
長
に

打
電
し
て
指
示
を
あ
お
い
だ
。
財
政
部
は
、
商
会
の
輔
幣
券
発
行
の
動

き
を
幣
制
紊
乱
と
禁
じ
る
と
と
も
に
、
中
央
・
中
国
・
中
国
農
民
の
三

銀
行
に
一
元
券
と
輔
幣
券
の
搬
入
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
蒋
介
石
も
四

川
塩
運
使
の
繆
秋
杰
な
ど
か
ら
「
小
券
缺
乏
」
の
報
を
う
け
た
。
四
月

二
三
日
、
財
政
と
金
融
の
関
係
は
大
き
い
の
で
最
も
早
い
方
法
で
一
元

券
と
輔
幣
券
を
投
入
す
る
よ
う
三
行
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
五
月
三
日

以
降
も
銀
貨
の
法
幣
交
換
を
継
続
す
る
こ
と
で
銭
価
安
定
が
は
か
ら
れ

た）
38
（

。
国
民
政
府
中
央
は
、
五
月
上
旬
、
輔
幣
五
〇
〇
万
元
、
法
幣
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す
で
に
二
千
万
元
あ
っ
て
十
分
、
と
中
止
さ
せ
て
い
る）

42
（

。
川
南
の
銭
価

は
輔
幣
券
投
入
に
よ
っ
て
安
定
化
し
た
と
い
っ
て
い
い
。

こ
う
し
て
国
民
政
府
は
、
幣
制
改
革
以
降
、
税
金
支
払
手
段
の
銀
元

と
流
通
手
段
の
銀
角
・
銅
元
の
分
裂
を
、
法
幣
と
輔
幣
券
に
よ
っ
て
統

合
し
て
い
く
。
だ
が
銀
貨
は
回
収
・
流
通
・
退
蔵
に
分
か
れ
た
。
流

通
・
退
蔵
分
は
使
用
停
止
延
期
で
回
収
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
銀
貨

に
一
割
以
上
の
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
中
国

農
民
銀
行
は
、
四
川
銀
元
の
交
換
を
停
止
し
て
、
銀
千
元
あ
た
り
百
元

の
プ
レ
ミ
ア
ム
を
五
元
に
減
少
さ
せ
た）

43
（

。
法
幣
へ
の
引
き
か
え
を
強
い

れ
ば
、
銀
元
の
退
蔵
を
促
し
か
ね
な
い
。
国
民
政
府
と
し
て
も
積
極
的

な
銀
貨
回
収
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
、
一
九
三
六

年
下
半
期
、
川
南
は
未
曽
有
の
金
融
危
機
に
突
入
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
章　

劃
帳
洋
復
活
と
現
金
決
済
へ
の
退
化

一
九
三
六
年
七
月
二
〇
日
付
『
新
蜀
報
』
に
「
川
省
各
県
貸
款
利

率
」
と
い
う
ベ
タ
記
事
が
あ
る
。
年
三
割
を
こ
え
る
一
三
県
と
、
一
割

五
分
〜
八
分
で
貸
出
利
率
の
低
い
一
六
県
が
あ
げ
ら
れ
、
残
り
は
年
二

割
ほ
ど
と
い
う
。
省
都
成
都
の
あ
る
川
西
以
外
、
川
北
の
三
台
・
綿

陽
・
南
充
、
川
東
の

陵
・
江
津
・
開
県
が
利
率
の
低
い
県
で
あ
っ

た
。
年
三
割
を
こ
え
る
県
は
川
北
と
川
東
が
一
〇
県
を
占
め
る
。
残
り

の
三
県
は
、
川
南
の
秀
山
と
資
陽
、
そ
し
て
自
貢
の
製
塩
場
が
あ
る
富

順
で
あ
っ
た
。

一
九
三
六
年
八
月
、
成
都
事
件
以
降
表
面
化
す
る
重
慶
の
金
融
逼
迫

は
川
南
を
直
撃
す
る
。
川
塩
の
販
運
商
は
、
資
本
金
五
万
元
以
上
に
限

定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
五
万
元
の
商
売
に
は
倍
の
一
〇
万
元
の
資
金

を
必
要
と
し
た）

44
（

。
塩
運
使
署
は
、
毎
年
、
四
月
・
八
月
・
一
二
月
と
わ

け
て
販
売
期
（
三
関
）
を
さ
だ
め
、
期
ご
と
に
製
塩
業
者
と
販
運
商
を

あ
つ
め
塩
価
を
議
定
し
た
。
認
可
制
時
代
、
毎
関
六
四
〇

、
年

一
九
二
〇

だ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
三
六
年
の
「
八
関
」
で
は
販
運
商

は
九
月
末
に
な
っ
て
も
百
余

し
か
購
入
し
て
い
な
か
っ
た）

45
（

。
一
千
余

も
の
ス
ト
ッ
ク
が
四
川
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る）

46
（

。
だ
が
中
国
銀
行

は
、
売
却
の
成
否
に
か
か
わ
ら
ず
塩
税
を
自
貢
か
ら
重
慶
に
移
転
さ
せ

て
い
く
。
法
幣
は
郷
村
部
に
も
流
出
す
る
。
こ
う
な
れ
ば
塩
産
地
一
帯

は
、
法
幣
が
払
底
し
、
輔
幣
券
だ
け
に
な
る
し
か
な
い
。
楽
山
や
自
貢

で
は
輔
幣
券
を
法
幣
に
交
換
す
る
の
に
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
い
た
。
自
貢

の
九
半
（
一
五
日
）
比
期
（
決
算
）
は
、
通
常
は
緩
和
期
の
た
め
一
分

四
〜
五
厘
だ
っ
た
が
月
利
二
分
に
上
昇
す
る
。
九
月
二
五
日
以
降
、
重

慶
へ
の
資
金
引
き
あ
げ
が
は
じ
ま
る
と
九
底
（
月
末
）
比
期
は
月
利
三

分
に
た
っ
し
た
。
瀘
県
で
も
、
重
慶
の
利
率
上
昇
で
省
銀
行
以
外
貸
出
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を
停
止
し
た
た
め
、
月
利
三
分
で
も
借
り
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
九
月
下

旬
、
中
国
農
民
銀
行
は
重
慶
為
替
の
先
物
を
購
入
し
て
自
貢
に
三
〜

四
〇
万
元
を
供
給
し
た
も
の
の
、
中
国
銀
行
は
塩
税
を
移
転
し
て
効
果

を
打
ち
消
す
の
だ
か
ら
マ
ッ
チ
ポ
ン
プ
で
し
か
あ
る
ま
い）

47
（

。

一
九
三
六
年
九
月
三
〇
日
、
た
ま
り
か
ね
た
自
貢
の
小
銭
荘
は
、
市

中
金
利
が
銀
銭
業
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
圧
縮
に
よ
っ
て
三
分
七
〜
八
厘
に
急

騰
し
た
の
を
見
て
、
午
後
三
時
以
降
、
月
末
決
済
の
受
渡
を
停
止
し
た
。

塩
の
滞
貨
に
と
も
な
い
支
払
繰
延
が
頻
発
し
法
幣
が
手
に
入
ら
な
い
。

そ
れ
で
も
返
済
を
も
と
め
る
な
ら
銀
行
や
銭
荘
に
は
劃
條
で
払
う
ま
で

だ
―
―
―
こ
う
し
て
自
貢
で
は
半
年
ぶ
り
に
劃
帳
洋
が
復
活
す
る）

48
（

。
当

然
、
一
〇
月
中
旬
に
な
っ
て
も
九
月
末
決
済
の
清
算
が
終
わ
ら
な
い
。

多
く
が
劃
條
で
暫
定
決
済
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
軍
部
や
自
貢
の
銀
銭

業
公
会
は
劃
帳
洋
を
制
止
し
た
も
の
の
効
果
は
な
か
っ
た
。
製
塩
業
者

は
銀
行
に
貸
出
拡
充
を
も
と
め
る
。
ま
た
販
運
商
は
、
銀
行
貸
出
の
返

済
延
期
、
ま
た
は
支
払
済
代
金
に
含
ま
れ
る
塩
税
還
付
を
も
と
め
た）

49
（

。

ひ
と
ま
ず
、
中
国
農
民
銀
行
が
製
塩
業
者
に
一

あ
た
り
千
元
、
月
利

二
分
、
一
五
万
元
の
貸
出
を
お
こ
な
い
、
自
貢
の
金
融
逼
迫
は
や
や
緩

和 

に
む
か
う）

50
（

。
だ
が
滞
貨
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
重
慶
為
替
を

売
却
し
法
幣
を
調
達
し
よ
う
と
も
「
法
幣
は
消
え
、輔
幣
が
あ
ふ
れ
る
」

現
況
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。 

自
貢
で
は
、
一
〇
月
末
の
比
期
で

も
、
劃
條
決
済
は
継
続
さ
れ
、
支
払
繰
延
が
お
こ
な
わ
れ
た）

51
（

。

川
南
の
金
融
逼
迫
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
内
江
で
も
銀
行
や
商
店
が
重

慶
に
資
金
移
転
し
た
た
め
月
利
二
分
四
厘
で
す
ら
借
入
で
き
な
か
っ

た
。
一
九
三
六
年
九
月
、
楽
山
で
は
、
中
国
銀
行
が
二
〇
万
元
、
中
国

農
民
銀
行
が
三
〇
万
元
を
運
び
入
れ
た
が
、
一
〇
月
に
は
、
中
国
銀
行

が
三
〇
万
元
、
他
行
が
一
〇
万
元
を
重
慶
に
移
転
し
た
の
で
月
利
二
分

に
た
っ
し
た
。
期
日
に
回
収
で
き
た
売
掛
金
は
五
〜
六
〇
％
に
及
ば
な

か
っ
た
と
い
う
。
宜
賓
で
は
省
銀
行
が
一
二
万
元
を
重
慶
に
移
転
し
た

た
め
月
利
二
分
で
す
ら
借
入
で
き
な
か
っ
た）

52
（

。
瀘
県
で
も
重
慶
の
金
利

急
騰
で
各
行
が
貸
出
緊
縮
を
し
た
た
め
、
十
月
末
に
月
利
四
分
、
十
一

半
（
一
五
日
）
比
期
（
決
算
）
も
三
分
五
厘
に
た
っ
し
た
。
自
貢
か
ら

の
借
入
に
依
存
す
る
富
順
で
は
月
利
三
分
七
厘
〜
四
分
で
も
借
入
で
き

な
か
っ
た）

53
（

。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
を
阻
害
す
る
も

の
は
、
国
民
政
府
の
財
政
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
異
常
な

高
金
利
。
法
幣
と
輔
幣
券
に
た
つ
レ
ー
ト
。
劃
帳
洋
―
―
―
こ
れ
ら
は

地
域
の
流
動
性
（
法
幣
、
輔
幣
券
）
を
配
慮
し
な
い
国
民
政
府
に
起
因

し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
市
中
の
銀
銭
業
や
商
人
の
自
衛
策
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
一
九
三
六
年
度
の
国
省
聯
合
予
算
で
は
、
国
税
で
あ
る
四
川
の

塩
税
は
一
六
七
〇
万
元
が
計
上
さ
れ
て
い
た）

54
（

。
実
際
、
四
川
の
塩
税
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は
、
七
か
月
ほ
ど
で
、
九
七
四
万
元
の
想
定
に
対
し
課
税
実
績
は

一
〇
〇
四
万
元
に
お
よ
ん
だ）

55
（

。
徴
収
は
順
調
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
川

南
の
貨
幣
ス
ト
ッ
ク
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
八
月
、
自
貢
の
法
幣
・
輔

幣
券
残
高
は
六
〇
万
元
ほ
ど
で
「
供
求
適
合
」
と
さ
れ
た
。
楽
山
の
法

幣
ス
ト
ッ
ク
も
二
〜
三
〇
万
元
、
輔
幣
券
で
は
数
万
元
ほ
ど
で
あ
る）

56
（

。

こ
の
レ
ベ
ル
の
流
動
性
し
か
市
中
に
な
け
れ
ば
、
法
幣
で
塩
税
を
徴
収

し
他
所
に
移
転
さ
れ
た
ら
、
販
売
代
金
の
川
南
へ
の
還
流
が
な
い
か
ぎ

り
、
地
域
経
済
は
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
。
そ
も
そ
も
製
塩
業
者
や
販
運

商
、
劃
條
を
使
う
小
銭
荘
、
銀
銭
業
公
会
で
何
と
か
で
き
る
話
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
一
一
月
以
降
、
国
民
政
府
中
央
は
、
財
政
と
金
融
の
接

点
、
塩
の
専
売
シ
ス
テ
ム
に
手
を
つ
け
て
い
く
。
ま
ず
不
確
定
要
素
を

排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
三
七
年
初
に
四
川
へ
の
適
用
が
せ

ま
る
新
塩
法
、
す
な
わ
ち
「
自
由
販
銷
（
販
売
）」
は
、
製
塩
コ
ス
ト

削
減
や
税
率
調
整
、
販
売
先
確
保
、
塩
倉
準
備
が
間
に
あ
わ
な
い
な

ど
、
大
き
な
問
題
を
か
か
え
て
い
た
。
財
政
部
は
、
四
川
各
界
の
要
望

に
こ
た
え
、
一
九
四
〇
年
ま
で
実
施
を
延
期
し
た
の
で
あ
る）

57
（

。
だ
が
何

よ
り
一
千
万
元
の
資
金
を
凍
結
す
る
一
千

の
滞
貨
に
手
を
打
た
な
い

と
い
け
な
い
。
た
だ
し
通
常
の
倍
の
塩
の
在
庫
と
な
る
と
自
貢
の
銀
行

支
店
で
は
貸
出
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
が
な
い
。 

一
一
月
上
旬
、
四
川
塩

運
使
署
は
生
産
販
売
課
長
の
王
伯
衡
を
重
慶
に
派
遣
し
て
財
政
・
金
融

界
と
借
款
交
渉
を
お
こ
な
う
。
一
九
三
六
年
一
一
月
二
七
日
、
中
国
・

川
塩
・
中
国
農
民
・
金
城
の
四
行
は
、
重
慶
か
ら
江
津
・
合
江
・

陵
・
万
県
の
消
費
地
へ
の
塩
の
搬
出
に
対
し
て
、
巴
塩
に
毎

七
千

元
、
花
塩
に
は
六
千
元
の
貸
出
を
計
五
百

ま
で
行
う
こ
と
を
表
明
す

る
。
こ
れ
が
呼
び
水
と
な
っ
た
。
販
運
商
の
「
八
関
」
引
受
数
は
一
一

月
末
に
急
伸
し
四
四
〇

に
の
ぼ
っ
た
。
ま
た
八
関
の
税
金
支
払
に
は

月
利
一
・
二
％
、
期
間
二
か
月
、
中
央
・
中
国
両
銀
行
の
支
店
保
証
の

あ
る
銀
行
引
受
手
形
に
よ
る
納
付
を
み
と
め
た
の
で
あ
る）

58
（

。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
一
九
三
七
年
一
月
以
降
、
塩
務
稽
核

所
は
、
銀
行
界
と
協
力
し
て
、
押
匯
（
荷
為
替
）
を
導
入
し
た
こ
と
で

あ
る
。
当
初
、
一
一
月
段
階
で
は
、
中
国
・
川
塩
・
中
国
農
民
・
金
城

の
四
銀
行
に
よ
る
期
間
一
年
、
月
利
一
分
三
厘
、
江
津
・
合
江
・
万

県
・

陵
な
ど
四
川
全
岸
七
百

の
構
想
で
あ
っ
た）

59
（

。
一
九
三
七
年
一

月
二
二
日
、
中
国
・
川
塩
・
中
国
農
民
の
各
行
は
、
自
貢
か
ら
重
慶
・

瀘
県
へ
塩
を
積
み
出
す
販
運
商
に
期
間
三
か
月
、
月
利
一
分
三
厘
、
塩

務
稽
核
所
へ
の
納
税
額
を
上
限
と
す
る
、
融
資
枠
二
〇
〇
万
元
の
荷
為

替
金
融
を
開
始
す
る）

60
（

。
本
来
、
荷
為
替
金
融
は
倉
荷
・
船
荷
証
券
を
つ

け
た
為
替
手
形
を
銀
行
が
割
り
引
く
。
だ
が
こ
の
ス
キ
ー
ム
に
は
証
券

が
出
て
こ
な
い
。
い
ざ
と
い
う
時
に
塩
税
分
保
証
の
あ
る
抵
当
貸
付
の
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変
形
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
稽
核
所
は
、
荷
為
替
中
、
塩
商
振

出
の
手
形
（
期
票
）
で
の
納
税
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
塩
税
は

塩
価
の
過
半
を
占
め
る
た
め
、
荷
為
替
は
す
み
や
か
に
普
及
し
た
。

三
七
年
二
月
末
の
販
運
商
の
税
金
支
払
は
「
現
鈔
（
法
幣
）」
が
一
六

、「
押
匯
」
が
一
四
三

だ
っ
た
と
い
う）

61
（

。「
押
匯
」
は
、
法
幣
払
で

も
期
票
払
で
も
な
い
以
上
、
重
慶
為
替
（
渝
票
）
か
小
切
手
で
払
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
中
央
銀
行
は
、
定
款
上
、
こ
ん
な
荷
為
替
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
中
央
銀
行
重
慶
支
店
は
、
塩
務
稽
核
所
の
税
票
（
納
税
証

明
書
）
担
保
の
期
間
三
か
月
、
月
利
一
分
一
厘
、
六
六
万
六
千
元
を
極

度
額
と
し
た
、
塩
商
振
出
手
形
の
割
引
を
編
み
だ
し
た）

62
（

。
ま
た
塩
運
使

の
繆
秋
杰
は
、
塩
の
在
庫
に
抵
当
貸
付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
江
北
な

ど
四
か
所
に
計
三
二
〇

の
収
容
能
力
を
も
つ
塩
倉
建
設
計
画
を
あ
き

ら
か
に
し
た
。
江
北
の
一
〇
〇

の
塩
庫
の
稼
働
に
加
え
、
重
慶
の
旧

日
本
租
界
の
王
家
沱
に
二
〇
〇

の
収
容
力
を
も
つ
塩
庫
が
建
設
さ
れ

て
い
る）

63
（

。

こ
の
よ
う
に
国
民
政
府
は
、
幣
制
改
革
以
降
、
独
占
的
発
行
権
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
た
三
行
の
銀
行
信
用
を
塩
の
専
売
シ
ス
テ
ム
に
導
入
し

て 

、
法
幣
か
ら
銀
行
引
受
手
形
・
渝
票
・
期
票
な
ど
に
支
払
方
法
を
転

換
さ
せ
て
い
く
。
ま
た
納
税
証
明
書
付
手
形
割
引
、
荷
為
替
、
塩
倉
増

設
に
よ
る
抵
当
貸
付
な
ど
多
彩
な
塩
業
信
用
を
展
開
し
た
。
五
月
以

降
、
塩
業
貸
出
は
、
製
塩
業
者
へ
一
七
五
万
元
、
販
運
商
に
は

四
八
〇
万
元
に
の
ぼ
っ
た）

64
（

。
だ
が
地
域
の
流
動
性
や
高
金
利
は
ど
う

な
っ
た
の
か
。
一
九
三
七
年
以
降
、
自
貢
で
は
月
利
四
分
四
厘
に
高
騰

し
た
が
、
四
月
〜
五
月
半
の
比
期
は
一
分
六
厘
ま
で
下
落
し
た）

65
（

。
前
年

同
期
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
内
江
で
は
、
月
利
二
〜
三
分
で
も
借
入

困
難
が
続
き
、
商
業
が
停
滞
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
月
利
が
二
分
以
下

に
な
っ
た
と
い
う）

66
（

。
楽
山
で
は
三
月
で
月
利
二
分
、
宜
賓
で
も
三
六
年

八
月
と
三
七
年
三
月
で
月
利
一
分
五
厘
と
変
化
に
と
ぼ
し
い）

67
（

。 

劃
帳
洋
に
よ
る
受
払
方
式
は
、
何
度
か
排
除
さ
れ
た
も
の
の
根
絶

に
至
ら
ず
、
流
弊
が
非
常
に
多
い
。
…
…
。
こ
の
決
算
期
で
は

…
…
塩
の
代
金
受
渡
は
、
つ
と
め
て
現
鈔
か
重
慶
為
替
で
の
決
済

を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
り
、
旧
来
の
よ
う
に
劃
條
の
交
付
は
で
き

な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
面
の
受
渡
は
、
決
算
が
近
づ

く
と
、
と
う
と
う
現
鈔
へ
と
向
か
い
、
小
銭
舗
は
洋
水
で
の
商
売

を
失
っ
た
。
重
慶
が
金
融
逼
迫
に
転
じ
て
重
慶
へ
の
資
金
移
転
が

に
わ
か
に
増
加
し
た
の
で
、
銀
銭
業
の
貸
出
は
減
少
し
て
し
ま

い
、
貸
出
利
率
も
二
分
以
下
に
な
っ
て
い
な
い
。
市
中
の
金
融
が

突
然
緊
縮
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
決
算
期
ご
と
に
塩
代
金
の
現
金

払
を
継
続
し
て
い
け
ば
、
劃
帳
洋
も
よ
し
ん
ば
根
本
か
ら
排
除
根

絶
が
で
き
る
や
も
し
れ
な
い）

68
（

。
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こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
流
動
性
に
余
計
な
ス
ト
レ
ス
を
か
け
て
利
率

が
高
止
ま
り
し
て
も
仕
方
あ
る
ま
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
近
代
的
な
小
切

手
決
済
に
劃
條
を
改
編
し
て
預
金
決
済
を
う
な
が
し
信
用
の
高
度
化
を

は
か
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
劃
條
の
禁
圧
で
現
金
決
済
に
退
化
さ
せ

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
浮
か
ぶ
。
国
民
政
府
は
劃
帳
洋
と
い
っ
た
自
生
的
な

手
形
信
用
制
度
を
廃
絶
す
べ
き
も
の
と
捉
え
た
。
ま
た
、
塩
業
信
用
の

供
与
に
よ
っ
て
自
貢
で
は
塩
の
販
運
商
が
三
〇
家
も
誕
生
し
た
が
「
百

業
蕭
條
な
れ
ど
惟
だ
塩
業
の
み
繁
盛
」
で
し
か
な
か
っ
た）

69
（

。
抜
本
的
な

滞
貨
解
消
は
、
日
中
戦
争
中
の
淮
塩
な
ど
の
移
入
途
絶
に
と
も
な
う

「
川
塩
済
楚
」
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

70
（

。
国
民
政
府
は
、
四
行
な

ど
の
中
央
銀
行
信
用
を
財
政
の
周
辺
に
直
接
導
入
し
て
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
・
リ
ス
ク
に
対
処
し
た
も
の
の
、
自
然
発
生
的
な
信
用
制
度
は
包
摂

し
な
か
っ
た
。
国
民
政
府
の
近
代
的
通
貨
改
革
は
、
か
え
っ
て
辺
縁
に

あ
っ
て
は
現
金
決
済
に
回
帰
さ
せ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
を
は
ら
み
な
が
ら
、

ひ
と
ま
ず
抗
日
戦
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
国
家
と
自
生
的
な
信
用
制
度
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
視
角
か

ら
、
川
南
に
お
け
る
国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
を
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
ら

は
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
長
江
下
流
の
よ
う
な
、
銀
元
に
よ
る
先
行
的
貨
幣
統
合
の

ベ
ー
ス
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
川
南
で
は
、
税
金
支
払
手
段
こ
そ

銀
元
だ
っ
た
も
の
の
、
流
通
手
段
は
二
角
銀
貨
と
高
額
面
の
銅
元
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
糧
税
契
券
の
よ
う
な
政
府
紙
幣
、
中
国
銀
行
券
・
地

方
券
な
ど
の
銀
行
券
、
商
会
や
銭
荘
の
類
似
紙
幣
、
ク
ー
ポ
ン
（
代
用

貨
幣
）
が
附
随
し
た
。
ま
た
自
貢
な
ど
で
は
劃
帳
洋
と
よ
ば
れ
る
手
形

を
用
い
た
信
用
制
度
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
レ
ー
ト
が

た
つ
。
剿
共
戦
は
、
銀
貨
や
銅
元
の
流
出
と
退
蔵
を
う
な
が
し
、
四
川

政
権
の
貨
幣
統
合
は
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
国
民
政
府
中
央
は
、
幣
制
改

革
以
降
、
法
幣
と
輔
幣
券
の
供
給
に
よ
っ
て
、
銀
元
・
銀
角
を
回
収

し
、
類
似
紙
幣
・
代
用
貨
幣
を
廃
絶
し
て
貨
幣
統
合
を
進
め
て
い
く
。

そ
れ
に
と
も
な
い
劃
帳
洋
は
廃
止
さ
れ
た
。

次
に
、
国
民
政
府
の
中
央
は
川
南
の
貨
幣
構
造
を
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
川
南
は
、
塩
業
地
帯
の
た
め
巨
額
な
出
超
を
か

か
え
、
周
辺
に
あ
っ
て
も
財
源
ゆ
た
か
だ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
塩
が
売

れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
塩
が
売
れ
る
前
に
徴
収
し
た
塩
税
を
他
所

に
移
転
し
続
け
れ
ば
、
法
幣
ス
ト
ッ
ク
を
直
撃
し
て
し
ま
う
。
元
来
、

四
川
は
銀
貨
が
少
な
い
。
国
民
政
府
の
中
央
は
川
南
で
は
市
中
に
法
幣

を
供
給
す
る
ル
ー
ト
が
な
か
っ
た
。
幣
制
改
革
当
初
、
小
額
銀
貨
の
回
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収
に
高
額
紙
幣
を
渡
し
て
し
ま
い
、
補
助
貨
幣
不
足
を
招
い
て
い
る
。

だ
が
輔
幣
券
不
足
は
法
幣
不
足
に
一
変
し
た
。
ど
ち
ら
に
な
る
の
か
住

民
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
で
ど
う
し
て
法
幣
と
輔
幣
券
を
固

定
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
流
動
性
が
減
少
す
れ
ば
、
市

中
銀
銭
業
は
貸
出
圧
縮
す
る
し
か
な
い
。
劃
帳
洋
の
復
活
は
当
然
と

い
っ
て
い
い
。

 

最
後
に
、
国
民
政
府
の
貨
幣
統
合
を
阻
害
す
る
も
の
は
国
民
政
府
の

財
政
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
川
南
に
は
標
準
的
な
市
中
貸
出
ル
ー
ト

で
あ
る
手
形
再
割
引
の
余
地
は
な
い
。
国
民
政
府
中
央
が
川
南
金
融
の

問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
塩
の
専
売
シ
ス
テ
ム
に
メ
ス
を
入
れ
る
し
か

な
い
。
新
塩
法
の
四
川
適
用
は
川
塩
取
引
の
安
定
の
た
め
一
九
四
〇
年

以
降
に
延
期
に
な
っ
た
。
ま
た
中
央
・
中
国
・
中
国
農
民
を
は
じ
め
各

銀
行
は
、
直
接
、
塩
業
貸
出
を
展
開
し
て
い
く
。
塩
税
支
払
を
銀
行
引

受
手
形
・
渝
票
・
期
票
な
ど
へ
法
幣
か
ら
誘
導
し
て
、
地
域
の
流
動
性

へ
の
ス
ト
レ
ス
を
減
少
さ
せ
た
。
さ
ら
に
国
民
政
府
の
中
央
は
、
塩
務

稽
核
所
や
中
央
銀
行
を
動
員
し
な
が
ら
、
手
形
割
引
、
荷
為
替
だ
け
で

な
く
、
倉
庫
抵
当
貸
付
な
ど
の
振
興
を
は
か
っ
て
い
る
。
た
だ
し
塩
以

外
は
放
置
さ
れ
、
川
南
の
金
利
は
二
割
前
後
と
高
水
準
の
ま
ま
で
あ
っ

た
。
国
民
政
府
は
、
近
代
的
な
小
切
手
決
済
に
劃
條
を
改
変
し
て
預
金

銀
行
化
を
進
め
る
こ
と
も
な
く
、
商
取
引
が
現
金
決
済
に
退
化
し
て
も

意
に
介
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
国
民
政
府
の
近
代
的
通
貨
改
革
に
は
、

自
然
発
生
的
な
信
用
制
度
の
協
力
を
引
き
出
し
て
包
摂
し
て
い
く
意
図

は
な
か
っ
た
と
い
う
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
中
央
・
中
国
・
交
通

の
三
銀
行
は
、
幣
制
改
革
直
後
、
貨
幣
発
行
権
独
占
に
と
も
な
う
使
命

を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
。
三
行
は
、
一
国
の
中
央
銀
行
と
し
て
「
銀

行
の
銀
行
」
の
職
責
を
は
た
さ
ず
、
独
占
的
発
行
益
を
同
業
に
も
均
霑

し
て
い
く
気
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
銀
行
・
銭
荘
へ
は
市
中

貸
出
の
圧
縮
す
ら
試
み
た）

71
（

。
預
金
銀
行
業
務
を
兼
営
す
る
三
行
は
市
中

銀
銭
業
と
競
合
関
係
に
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
し
て
や
現
金
決
済

に
戻
し
て
で
も
辺
縁
の
劃
帳
洋
な
ど
は
廃
絶
す
べ
き
と
考
え
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。
や
が
て
、
日
中
戦
争
と
国
共
内
戦
に
よ
っ
て
、
都
市
に

形
成
さ
れ
た
国
民
政
府
の
信
用
制
度
が
法
幣
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
な

か
に
溶
解
し
て
い
っ
た
時）

72
（

、
現
金
決
済
と
物
々
交
換
の
世
界
の
中
か

ら
、
中
国
共
産
党
政
権
が
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
幣
制
改
革
や
金
融
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
久
保
亨
「
通
貨
金
融
史
」

『
中
国
経
済
史
研
究
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
二
一
〜

二
六
頁
に
詳
し
い
。 



－ 19 －

（
2
）
幣
制
改
革
に
は
、城
山
智
子
『
大
恐
慌
の
中
国
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
地
方
レ
ベ
ル
の
幣
制
改
革
の
研
究
に

も
、
西
村
成
雄
「
張
学
良
政
権
下
の
幣
制
改
革
」『
東
洋
史
研
究
』
五
〇

巻
四
号
、
一
九
九
二
年
。
姜
抮
亜
『1930

年
代
広
東
省
の
財
政
政
策　

―
中
央
・
地
方
・
商
人
の
三
者
関
係
を
中
心
に
―
』
東
京
大
学
博
士
学
位

論
文
、
二
〇
〇
〇
年
な
ど
が
あ
る
。 

 

（
3
）
岩
橋
勝
「
歴
史
に
お
け
る
貨
幣
へ
の
ま
な
ざ
し
」（
岩
橋
勝
編
『
貨
幣
の

統
合
と
多
様
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
一
年
、
一
〜

一
一
頁
）。
ま
た
、
貨
幣
の
変
容
を
経
済
や
信
用
の
変
容
に
と
も
な
う
明
ら

か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
黒
田
明
伸
『
中
華
帝
国
と
世
界
経
済
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、 
二
六
〇
〜
二
八
一
頁
を
あ
げ
て
お
き
た
い 

。

（
4
）
周
開
慶
『
四
川
与
対
日
抗
戦
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
一
年
。

Robert A
. K
app, Szechw

en and Chinese R
epublic : Provincial 

M
ilitarism

 and Central Pow
er, 1911~1938, Y

ale U
niversity 

Press, 1973.

林
幸
司
『
近
代
中
国
と
銀
行
の
誕
生
』
御
茶
の
水
書
房
、

二
〇
〇
九
年
。
今
井
駿
『
四
川
省
と
近
代
中
国
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七

年
、
一
四
三
〜
六
一
頁
。 

（
5
）
岡
崎
清
宜
「
国
民
政
府
の
四
川
『
中
央
化
』
と
四
川
幣
制
改
革
―
重
慶

金
融
市
場
を
中
心
に
」『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
四
二
、

二
〇
一
八
年 

。

（
6
）
中
華
民
国
二
十
五
年
『
全
国
銀
行
年
鑑
』
中
国
銀
行
経
済
研
究
室
、

一
九
三
六
年
、
Ｎ
一
頁
。
自
貢
の
政
治
状
況
は
「
辛
亥
革
命
至
解
放
前
夕

自
貢
地
方
駐
軍
情
況
」『
自
貢
文
史
資
料
選
輯　

六
至
十
輯
合
刊
本
』
政

協
四
川
省
自
貢
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
、
一
九
八
二
年
、

一
二
一
〜
三
一
頁
、
参
照
。 

 

（
7
）
袁
世
凱
銀
元
に
よ
る
貨
幣
的
分
業
の
解
消
に
つ
い
て
は
、黒
田
前
掲
書
、

二
六
〇
〜
八
一
頁
を
参
照
。
自
貢
、
南
渓
、
栄
昌
、
射
洪
は
『
重
慶
商
務

日
報
』
五
月
一
三
日
、
一
六
日
、
二
三
日
、
六
月
二
一
日 

。

（
8
）
糧
税
契
券
は
今
井
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。
自
貢
や
洪
雅
、
筠
連
は
「
全

川
各
県
幣
制
一
覧
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
四
年
五
月
一
三
日
、
五

月
一
五
日
、
七
月
五
日
。 

（
9
）
四
川
の
小
額
貨
幣
と
そ
の
変
化
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
拙
稿
「
抗

戦
前
四
川
に
お
け
る
小
額
貨
幣
と
中
国
幣
制
改
革
」『
多
角
的
視
点
か
ら

見
た
日
中
戦
争
』
集
広
舎
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
段
落
の

論
述
は
、「
全
川
各
県
幣
制
一
覧
」『
重
慶
商
務
日
報
』
に
拠
っ
て
い
る 

。

 

（
10
）
興
文
で
は
２
割
ほ
ど
し
か
な
い
旧
当
百
が
基
準
貨
に
な
っ
て
い
て
、
旧

二
百
を
一
四
〇
、
新
二
百
を
一
〇
〇
、
新
百
を
五
〇
に
減
額
さ
せ
て
い
る
。

叙
永
・
古
蘭
・
古
宋
な
ど
の
旧
当
百
建
と
隣
接
し
て
い
る
た
め
な
の
か
も

し
れ
な
い
（『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
四
年
五
月
九
日
） 。

（
11
）
な
お
、
南
渓
と
江
安
で
は
額
面
通
り
に
流
通
し
て
い
る
銅
元
が
な
い
。

南
渓
で
は
８
割
が
旧
二
百
に
も
関
わ
ら
ず
一
四
〇
に
換
算
さ
れ
、
江
安
は

旧
二
百
・
旧
百
を
一
四
〇
、
旧
五
十
・
新
百
を
七
〇
に
し
て
流
通
さ
せ
た

（
同
前
一
九
三
四
年
五
月
一
四
日
）。
な
お
制
銭
は
銅
の
原
料
と
し
て
流
出

し
た
た
め
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
ほ
ぼ
流
通
し
て
い
な
い
。
残
存
す
る
所

で
は
一
〇
文
（
多
数
）
や
二
〇
文
（
自
貢
・
楽
至
・
仁
寿
）
に
換
算
し
て

い
る
。
ま
た
、竹
片
の
よ
う
な
代
用
貨
幣
が
使
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
川
南
金
融
及
税
収
情
形
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
〇
年
一
一
月
二
三

日
に
詳
し
い 

。

（
12
）
以
下
の
自
貢
の
劃
帳
洋
に
関
連
す
る
記
述
は
「
自
流
井
之
金
融
与
金
融

業
」『
四
川
経
済
月
刊
』
六
―
三
、「
自
流
井
之
金
融
業
」『
四
川
月
報
』

七
―
二
、一
九
三
五
年
に
よ
っ
て
い
る
。 

 
（
13
）「
川
省
現
金
之
回
顧
与
近
况
」『
中
行
月
刊
』
九
―
三
、一
九
三
四
年
九

月
。
塩
商
な
ど
は
平
漢
鉄
路
管
理
局
経
済
調
査
班
『
重
慶
経
済
調
査　

下

巻
』
生
活
社
、
一
九
四
〇
年
、
三
〇
八
、三
三
四
〜
三
三
五
、三
三
七
頁
。

「
瀘
県
金
融
業
概
况
」『
四
川
経
済
月
刊
』
四
―
四
、一
九
三
五
年
。 

（
14
）
瀘
県
と
宜
賓
、
内
江
の
劃
條
は
、「
瀘
県
現
金
枯
竭
」「
宜
賓
商
業
金
融
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概
況
」『
四
川
月
報
』
五
―
五
、一
九
三
四
年
一
一
月
、「
内
江
劃
片
凝
滞
」

『
新
蜀
報
』
一
九
三
七
年
八
月
二
四
日
参
照
。
瀘
県
で
は
「
銀
水
」
操
縦

の
奸
商
が
問
題
に
な
っ
た
（「
瀘
県
銀
根
枯
窘
」『
重
慶
商
務
日
報
』

一
九
三
一
年
九
月
一
七
日
） 。

 

（
15
）「
我
対
裕
通
銀
行
自
貢
分
行
的
回
憶
」
前
掲
『
自
貢
文
史
資
料
選
輯
』、

一
九
八
二
年
、
二
九
四
〜
二
九
九
頁
、
参
照
。「
瀘
県
金
融
業
概
况
」『
四

川
経
済
月
刊
』
四
―
四
、一
九
三
五
年
。「
井
民
罷
市
結
果
」「
自
井
駐
軍

扣
留
塩

」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
一
年
二
月
七
日
、
一
九
三
二
年

四
月
一
七
日 

。

（
16
）「
川
局
何
以
善
後
」『
大
公
報
』
一
九
三
四
年
九
月
二
日
。「
兵
劫
後
之

川
南
一
瞥
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
三
年
五
月
一
七
日
、「
四
川
剿
匪
総
司
令

劉
湘
在
省
就
職
詳
情
」「
内
江
最
近
商
状
」「
隆
昌
商
務
近
况
」「
宜
賓
商

場
凋
敝
」『
重
慶
商
務
日
報
』
同
年
一
〇
月
一
二
日
、
同
二
六
日
、
一
一

月
一
一
日
、
一
九
三
四
年
一
月
二
五
日 

。

（
17
）「
自
貢
塩
業
全
貌
」『
四
川
経
済
月
刊
』
六
―
一
期
、
一
九
三
六
年
。

「
川
塩
反
対
淮
塩
衝
銷
楚
岸
」「
黔
省
拒
絶
川
塩
」「
各
県
通
訊
自
貢
」「
川

滇
塩
運
糾
紛
」「
積
塩
未
銷
繳
税
困
難
」「

辺
銷
商
期
満
解
約
」「
渠
岸

塩
商
苦
况
」「
廿
一
軍
部
禁
富
塩
侵
銷
永
岸
」「
塩
商
懇
全
免
楚
税
」「
自

貢
塩
岸
銷
場
調
査
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
〇
年
一
二
月
二
二
日
、

一
九
三
一
年
一
月
二
五
日
、
同
二
月
一
日
、
同
一
二
月
三
一
日
、

一
九
三
三
年
一
二
月
一
六
日
、
同
月
一
八
日
、
一
九
三
四
年
二
月
一
一
日
、

同
二
一
日
、
同
三
月
一
一
日
、
同
八
月
六
日
。「
青
淮
塩
侵
銷
楚
岸
」『
新

蜀
報
』
一
九
三
三
年
四
月
二
日
） 。

（
18
）「
川
省
現
金
之
回
顧
与
近
况
」『
中
行
月
刊
』
九
―
三
、一
九
三
四
年
九
月
。

（
19
）「
川
南
各
県
大
洋
缺
乏
角
洋
充
斥
」「
瀘
県
商
会
化
験
大
洋
毫
洋
」「
宜

賓
輔
幣
多
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
三
年
八
月
七
日
、
同
年
一
二
月

一
三
日
、
同
一
二
月
一
七
日
。「
各
地
金
融
近
訊
（
５
）
瀘
県
府
通
令
禁

止

視
毫
洋
」『
四
川
月
報
』
六
―
三
、一
九
三
五
年 

。

 

（
20
）「
地
方
銀
行
近
况
」『
四
川
月
報
』
五
―
二
期
、
一
九
三
四
年
八
月
。

「
川
南
各
県
鈔
票
行
使
不
易
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
四
年
六
月
八
日
。 

（
21
）「
重
慶
経
済
概
況
」『
交
行
通
信
』
四
―
六
、一
九
三
四
年
六
月
。「
財
部

再
令
川
省
各
銀
行
禁
止
私
発
紙
幣
」「
市
民
銀
行
在
自
井
設
匯
兌
所
」 『
重

慶
商
務
日
報
』
一
九
三
四
年
六
月
二
日
、
同
五
日
。
注
（
12
） 。

 

（
22
）「
謝
霖
劉
航
琛
会
商
四
川
財
政
」『
申
報
』
一
九
三
五
年
四
月
二
八
日
。 

（
23
）「
江
安
幣
制
概
况
」『
四
川
月
報
』
五
―
四
、一
九
三
四
年
。「
各
県
金
融

近
况　

資
中
」『
四
川
経
済
月
刊
』
二
―
六
、一
九
三
四
年
。
重
慶
で
の
兌

換
制
限
は
注
（
５
）
参
照
。 

（
24
）「
瀘
県
現
金
枯
竭
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
二
五
日
。

宜
賓
は
注
（
14
）
参
照
。 

（
25
）
近
査
上
下
川
南
及
上
東
各
県
、
各
種
劣
輔
幣
、
尚
復
充
斥
市
面
、
合
法

良
幣
、
幾
至
絶
跡
。
…
亟
応
設
法
補
救
、
以
期
幣
政
民
情
両
得
兼
顧
、
茲

由
本
部
規
定
、
所
有
四
川
・
雲
南
老
板
龍
紋
角
洋
龍
紋
半
元
以
十
二
角
換

大
洋
一
元
、
広
東
及
雲
南
四
川
双
角
洋
以
十
三
角
換
大
洋
一
元
。
無
論
繳

納
田
賦
正
雑
各
税
及
一
切
税
捐
、
従

告
之
日
起
、
限
於
本
年
十
二
月

三
十
一
日
止
、
均
准
照
価
折
算
繳
納
。
…
対
於
上
項
各
種
劣
幣
、
限
於

二
十
四
年
一
月
一
日
起
、
一
律
禁
止
行
使
、
仍
以
糧
税
券
、
及
地
方
券
、

川
大
洋
及
人
頭
洋
繳
納
一
切
税
款
。
即
由
本
部
改
鋳
合
法
銀
幣
、
尽
量
流

通
、
使
各
地
間
之
匯
兌
平
衡
、
幣
制
得
以
統
一
、
庶
金
融
有
整
頓
之
望

（「
禁
止
行
使
劣
幣
軍
部

告
自
明
年
起
実
行
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
四
年

九
月
一
一
日
） 。

（
26
）「
栄
昌
幣
制
劃
一
価
格
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
二
五

日
。「
隆
昌
最
要
貨
幣
情
形
」「
犍
為
市
面
近
况
」『
四
川
月
報
』
五
―
四
、

同
五
、一
九
三
四
年 

。

 

（
27
） 
復
以
毫
洋
販
運
大
批
紙
幣
入
境
、
因
此
各
地
金
融
奇
緊
、
市
面
十
元
・

五
元
紙
幣
充
斥
、
因
紙
幣
過
多
、
銅
元
亦
被
蔵
匿
、
交
易
困
難
（「
資
内

隆
永
各
県
金
融
風
潮
平
息
」『
四
川
月
報
』
六
―
二
、一
九
三
五
年
）。 
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（
28
）
宜
賓
は
中
国
銀
行
経
済
研
究
室
編
『
民
国
二
十
五
年
全
国
銀
行
年
鑑
』

一
四
章
、
Ｎ
二
九
頁
、
犍
為
・
楽
山
は
「
各
県
発
行
輔
幣
券
近
况
（
七

則
）」『
四
川
月
刊
』
六
―
一
、一
九
三
五
年
の
２
と
３
参
照
。 

（
29
）
注
（
５
）
参
照 

。

（
30
）「
輔
幣
券
限
九
底
収
回
」「
十
月
一
日
起
自
貢
改
用
国
幣
為
本
位
」「
隆

昌
改
用
大
洋
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
五
年
九
月
二
五
日
、
同
月

三
〇
日
、
一
九
三
六
年
一
月
三
〇
日
。 

 

（
31
）「
財
部
電
覆
渝
中
分
行
川
洋
准
十
足
換
法
幣
」「
行
営

告
厳
禁
奸
商

視
中
鈔
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
五
年
一
一
月
六
日
、
一
一
月
二
二
日
。「
各

地
金
融
簡
訊
」『
四
川
月
報
』
七
―
五
、一
九
三
五
年
。「
丹
陵
県
府

告

厳
禁

視
法
幣
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
五
年
一
二
月
二
一
日
。 

（
32
）「
法
幣
卅
万
元
」「
在
川
南
各
県
収
得
硬
幣
十
余
万
」『
新
蜀
報
』

一
九
三
五
年
一
一
月
一
六
日
、
一
九
三
六
年
二
月
九
日
。「
瀘
県
掉
換
法

幣
数
目
」『
四
川
月
報
』
八
―
二
、一
九
三
六
年
。 

（
33
） 「
自
井
劃
帳
洋
水
已
完
全
取
消
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
六
年
三
月
一
六
日
。 

（
34
）「
限
期
掉
換
二
角
券
」
同
前
一
九
三
五
年
一
〇
月
二
三
日
。「
各
県
法
幣

流
通
情
形
」「
一
月
来
川
省
各
県
輔
幣
恐
慌
一
瞥
」『
四
川
月
報
』
八
―

三
、八
―
五
、一
九
三
六
年 

。

 

（
35
）
川
省
原
有
硬
幣
約
五
千
万
元
、現
在
中
央
銀
行
已
収
進
者
約
三
分
之
一
、

其
余
三
分
之
二
半
在
流
通
半
為
儲
蔵
。
一
方
面
法
幣
流
通
僅
四
千
余
万
、

又
多
驟
集
渝
蓉
万
各
巨
埠
、
極
感
不
敷
週
転
全
省
之
苦
、
兼
以
一
元
法
幣

太
少
、
郷
間
掉
換
困
難
、
遂
使
硬
幣
既
為
領
鈔
所
必
需
、
更
為
法
幣
找
零

所
必
不
可
少
、
硬
幣
之
価
値
自
然
増
高
、
法
幣
之
推
行
益
感
困
難
（
中
国

第
二
歴
史
档
案
館
編
『
中
華
民
国
档
案
資
料
匯
編
五
輯
一
編　

財
政
経
済

（
４
）』
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
二
八
六
頁
） 。

 

（
36
）「
各
県
法
幣
流
通
情
形
」「
富
順
中
壩
法
幣
価
格
低
落
」「
資
陽
厳
禁
操

縦
」『
四
川
月
報
』
八
―
三
、八
―
四
、九
―
一
、一
九
三
六
年
。 「
瀘
県
通

信
」 『
新
蜀
報
』
一
九
三
六
年
四
月
三
〇
日
。「
各
地
金
融
市
况　

成
都　

四
月
份
」『
中
央
銀
行
月
報
』
五
―
六
、一
九
三
六
年 

。

 

（
37
）
四
川
は
製
塩
業
者
が
官
倉
に
塩
を
納
入
し
販
運
商
は
塩
税
前
払
で
引
き
と

り
販
売
し
て
い
た
。
塩
政
は
、
一
九
一
三
年
、
塩
税
担
保
の
二
五
〇
〇
万
㍀

の
袁
世
凱
の
善
後
借
款
に
と
も
な
い
塩
税
管
理
の
塩
務
稽
核
総
所
と
塩
務
管

理
の
塩
務
局
に
分
か
れ
、
四
川
で
は
稽
核
分
所
と
塩
運
使
署
が
お
か
れ
た
。

三
五
年
当
時
、
塩
務
稽
核
分
所
は
自
貢
、
四
川
塩
運
使
署
は
重
慶
に
あ
っ
た

が
、
三
七
年
、
四
川
塩
務
管
理
局
へ
統
合
さ
れ
る
。（『
自
貢
市
塩
業
志
』
四

川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
、三
〇
〜
五
、二
三
五
頁
） 。

 

（
38
）「
自
井
輔
幣
過
少
交
易
困
難
」「
運
大
批
輔
幣
券
来
川
」「
法
幣
兌
換
期

満
川
省
仍
可
継
続
収
兌
」「
一
元
及
輔
幣
券
即
運
川
応
用
」 『
新
蜀
報
』

一
九
三
六
年
四
月
一
六
日
、
二
四
日
、
三
〇
日
、
五
月
一
日 

。

 

（
39
）「
金
融
要
聞　

一
元
券
及
輔
幣
券
六
百
万
抵
渝
」『
四
川
経
済
月
刊
』

五
―
六
、一
九
三
六
年 

。

（
40
）「
一
月
来
川
省
各
県
輔
幣
恐
慌
一
瞥
」「
行
営
厳
令
禁
止
銭
価
操
縦
」

『
四
川
月
報
』
八
―
五
、
同
六
、一
九
三
六
年
、「
一
月
来
各
地
金
融
概
况

瀘
県
八
月
份
」『
四
川
経
済
月
刊
』
六
―
四
、一
九
三
六
年 

。

（
41
）「
二
十
五
年
四
川
金
融
之
回
顧　

肆　

金
融
市
場
之
動
態　

２　

楽
山
」

同
前
七
―
三
、一
九
三
七
年
。 「
一
月
来
各
地
商
業
金
融
概
况　

自
流
井
七

月
份
」「
同
宜
賓
八
月
份
」
同
前
六
―
二
、六
―
四
、「
各
市
県
金
融
近
况

内
江
七
月
份
情
形
」『
四
川
月
報
』
九
―
三
、一
九
三
六
年 

。

 

（
42
）「
法
幣
足
敷
周
転
財
部
禁
川
省
発
輔
幣
券
」『
重
慶
商
務
日
報
』

一
九
三
六
年
五
月
二
七
日 

。

 
（
43
）「
一
月
来
各
地
商
業
金
融
概
况　

宜
賓
八
月
份
」『
四
川
経
済
月
刊
』

六
―
四
、一
九
三
六
年
。 

（
44
）「
川
塩
稽
核
所
令
各
岸
設
銷
商
推
銷
引
塩
」『
重
慶
商
務
日
報
』

一
九
三
六
年
八
月
二
日
。「
嘉
属
塩
業
之
現
状
及
其
改
良
之
途
径
」『
四
川

経
済
月
刊
』
六
―
五
、一
九
三
六
年 

。

（
45
）『
重
慶
経
済
調
査
』
三
三
三
〜
四
頁
。「
自
井
塩

登
記
不
多
」『
四
川
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月
報
』
九
―
四
、一
九
三
六
年 

。

（
46
）「
八
関
塩

問
題
迄
未
解
決
」『
四
川
経
済
月
刊
』
六
―
五
、一
九
三
六
年
。 

 

（
47
）「
一
月
来
各
地
商
業
金
融
概
况
自
流
井
八
月
份
」「
同
十
月
份
」『
四
川

経
済
月
刊
』
六
―
四
、 

同
六
、「
自
井
九
月
份
」「
同
楽
山
」
六
―
五
、

「
瀘
県
金
融
枯
窘
」『
四
川
月
報
』
九
―
四
、一
九
三
六
年
。 

 

（
48
）「
自
井
九
底
収
交

復
劃
帳
制
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
六
年
一
〇
月
四
日
。

自
貢
は
資
本
金
五
千
元
以
下
を
小
銭
荘
、
以
上
を
大
銭
荘
と
呼
ぶ
（「
自

流
井
之
金
融
業
」『
四
川
月
報
』
七
―
二
、一
九
三
五
年
） 。

 

（
49
）「
自
井
八
関
塩

尚
未
成
交
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
六
年
一
〇
月
一
九
日 

。

（
50
）「
自
井
金
融
趨
和
緩
」『
重
慶
商
務
日
報
』
一
九
三
六
年
一
〇
月
二
二
日 

。

（
51
）「
自
井
本
比
難
関
」「
自
井
商
会
」「
推
銷
積
塩
」『
新
蜀
報
』
同
年
一
〇

月
二
七
、三
〇
、三
一
日 

。

 

（
52
）「
宜
賓
金
融
近
訊
」「
各
市
県
金
融
近
况　

内
江
」『
四
川
月
報
』
九
―

四
、
同
五
、「
一
月
来
各
地
金
融
概
况 

楽
山
九
月
份
」「
同
十
月
份
」『
四

川
経
済
月
刊
』
六
―
五
、
同
六
、一
九
三
六
年 

。

 

（
53
）「
各
市
県
金
融
近
况　

瀘
県
」「
同　

富
順
」『
四
川
月
報
』
九
―
五
、

一
九
三
六
年 

。

 

（
54
）
劉
航
琛
「
一
年
来
之
四
川
財
政
」『
四
川
経
済
月
刊
』
七
―
一
・
二
、

一
九
三
七
年 

。

 

（
55
）「
川
国
省
聯
合
預
算
七
月
来
収
支
概
况
」『
四
川
月
報
』
一
〇
―
二
、

一
九
三
七
年 

。

（
56
）「
一
月
来
各
地
商
業
金
融
概
况
自
流
井
八
月
份
」「
同
楽
山
」『
四
川
経

済
月
刊
』
六
―
四
、一
九
三
六
年 

。

（
57
）「
川
塩
商
将

復
認
商
制
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
六
年
一
一
月
一
一
日
。

「
川
塩
業
界
請
緩
行
新
塩
法
」『
四
川
経
済
月
刊
』 

六
―
六
、一
九
三
六
年
、

 「
新
塩
法
緩
期
三
年
実
行
」
同
七
―
一
・
二
、一
九
三
七
年 

。

（
58
）「
八
関
塩

問
題
解
决
」
同
六
―
六
、一
九
三
六
年
。
運
商
が
振
り
出
し

中
国
・
中
央
の
駐
井
弁
事
処
が
責
を
負
っ
た
の
で
銀
行
引
受
手
形
と
解
釈

し
た 

。

（
59
）「
稽
核
所
長
昨
四
行
負
責
人
商
定
川
塩
押
匯
弁
法
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
六

年
一
一
月
二
七
日
。 

（
60
）「
塩
務
稽
核
所
与
中
国
等
行
訂
定
塩

押
匯
担
保
合
約
」『
四
川
月
報
』

一
〇
―
二
、一
九
三
七
年
。
二
二
日
は
「
自
井
塩

押
匯
款
額
変
更
為

二
百
万
元
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
七
年
一
月
二
三
日
に
よ
る
。 

（
61
）「
二
底
井
塩
繳
税
一
五
九

」『
四
川
経
済
月
刊
』
七
―
四
、一
九
三
七
年 

。

（
62
）「
富
栄
辺
計
岸
正
副
税
期
票
貼
現
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
七
年
一
月
二
〇
日 

。

（
63
）「
繆
運
使
昨
抵
渝
即
飛
京
陳
商
救
済
産
銷
弁
法
」
同
前
一
九
三
六
年

一
二
月
一
二
日
、「
運
署
在
王
家
沱
建
設
大
塩
庫
」『
四
川
経
済
月
刊
』

七
―
三
期
、
一
九
三
七
年 

。

（
64
）「
川
塩
管
理
局
向
中
行
接
洽
塩
業
借
款
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
七
年
一
〇

月
二
一
日 

。

（
65
）「
自
流
井
金
融
近
况
」「
自
井
銀
風
平
和
」『
四
川
月
報
』
一
〇
―
三
、

同
五
、一
九
三
七
年 

。

（
66
）「
内
江
銀
風
堅
峭
」「
内
江
銀
風
疲
滞
」『
四
川
月
報
』
一
〇
―
一
、
同

四
、一
九
三
七
年 

。

（
67
）「
一
月
来
各
地
金
融
商
品
情
報
楽
山
」「
宜
賓
」『
四
川
経
済
月
刊
』

七
―
四
、一
九
三
七
年
。
注
41 

。

（
68
）
劃
帳
洋
収
交
方
式
、
幾
経
除
而
未
絶
、
流
弊
甚
多
。
…
…
。
本
比
…
…

塩
価
収
交
、
務
以
現
鈔
及
渝
票
交
割
、
不
得
仍
以
劃
片
照
交
、
因
此
市
面

収
交
臨
比
遂
遂
趨
現
鈔
収
付
、
小
銭
舗
亦
失
其
洋
水
生
意
、
行
荘
放
款
、

復
因
渝
地
銀
風
転
緊
、
調
渝
驟
増
、
放
額
鋭
減
、
月
息
行
情
仍
未
下
二
分
、

雖
市
場
金
融
突
形
緊
縮
、
毎
期
塩
価
能
継
続
交
現
、
此
間
劃
帳
洋
或
即
根

本
除
絶
（「
自
井
劃
帳
洋
収
交
方
式
可
望
根
本
革
除
」『
新
蜀
報
』

一
九
三
七
年
三
月
三
日
） 。

 

（
69
）「
自
井
新
組
塩
号
三
十
家
」『
四
川
経
済
月
刊
』
七
―
五
・
六
、一
九
三
七

年
。「
自
井
場
商
塩

抵
押
借
款
昨
比
弁
理
手
続
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
七
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年
七
月
一
七
日 

。

 
（
70
）「
川
塩
局
限
下
月
内
運
塩
五
百

赴
鄂
」『
新
蜀
報
』
一
九
三
七
年
一
〇

月
一
六
日 

。

（
71
）
岡
崎
清
宜
「
幣
制
改
革
と
中
国
信
用
機
構
」『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研

究
報
告
』
二
九
、二
〇
〇
五 

。

 

（
72
）
重
慶
国
民
政
府
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
信
用
機
構
の
崩
壊
に
つ
い

て
は
、
岡
崎
清
宜
「『
四
川
経
済
季
刊
』
と
重
慶
国
民
政
府
の
財
政
金
融

政
策
」『
年
報
近
代
史
研
究
』
一
〇
、二
〇
一
八
を
参
照 

。

（
お
か
ざ
き　

き
よ
の
ぶ　

愛
知
県
立
大
学
非
常
勤
講
師
）


